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１ 農業・地域社会・ＪＡをめぐる情勢・課題 

（１）人口減少と高齢化 

我が国の総人口は、長期の人口減少過程に入っており、令和元年 10 月現在、1

億 2,617 万人となっています。65 歳以上の人口は、3,589 万人となり、総人口に

占める割合（高齢化率）も 28.4％となりました。我が国の 65 歳以上の人口は、

昭和 25 年（1950 年）には総人口の 5％に満たなかったが、昭和 45 年（1970 年）

に 7％を超え、さらに、平成 6年（1994 年）には 14％を超え、その後も上昇を続

け、令和元年（2019 年）10 月現在 28.4％に達しています。 

 

（２）コロナ禍を契機とした社会・行動の変容 

   新型コロナウイルス感染症の拡大は、我が国の社会、人々の生活に甚大な影響

をもたらし、特に経済情勢は深刻な影響を受けています。 

   コロナ禍により価値観・行動の変容がもたらされ、経済・生活、働き方、教育、

行政、医療など、さまざまな分野に変化が生じており、これらの一部はコロナ禍

が収束した後も定着するものと考えられます。 

   ＪＡは、新常態（ニューノーマル）※社会における組合員・地域住民のニーズ

に対応した事業の提供方法を整備する必要があります。 

  ※ 社会に大きな変化が起こり、変化が起こる以前とは同じ姿に戻ることができず、新たな

常識が定着することを指す。2020 年、新型コロナウイルス感染症が世界中へ拡大したこと

により、新たなニューノーマルが到来しました。 

 

（３）ＳＤＧs等への取り組みの要請 

   自然環境と地域社会が大きく変化し、さまざまな課題に直面する中、いま、持

続可能性という言葉がキーワードとして語られることが多くなっています。 

国連は 2015 年 9 月に「持続可能な開発のための 2030 年アジェンダ」を加盟国

の全会一致で採択しました。その中にＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の 17 のゴ

ールと 169 のターゲットが明記され、2030 年までの達成を目指しています。 

   また、菅首相は昨年 10 月の所信表明で「2050 年カーボンニュートラル、脱炭

素社会の実現を目指す」ことを宣言し、宣言後、農水省は、「みどりの食料シス

テム戦略」※の策定を進めていましたが、5月 12 日正式決定しました。 

   10 年後の農業や地域社会の姿を見据えながら、ＪＡグループにおいても持続可

能性を追求し、積極的な役割を発揮することが求められています。 

※ 「みどりの食料システム戦略」 

我が国の食料・農林水産業は、大規模自然災害・地球温暖化、生産者の減少等の生産基

盤の脆弱化・地域コミュニティの衰退、新型コロナを契機とした生産・消費の変化などの

政策課題に直面しており、将来にわたって食料の安定供給を図るためには、災害や温暖化

に強く、生産者の減少やポストコロナも見据えた農林水産行政を推進していく必要があり

ます。  

このような中、健康な食生活や持続的な生産・消費の活発化やＥＳＧ投資市場の拡大に
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加え、諸外国でも環境や健康に関する戦略を策定するなどの動きが見られます。今後、こ

のようなＳＤＧｓや環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれる中、我が国

の食料・農林水産業においてもこれらに的確に対応し、持続可能な食料システムを構築す

ることが急務となっています。 

このため、農林水産省では、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベー

ションで実現する「みどりの食料システム戦略」を策定しました。（「農林水産省ホームペ

ージ」より） 

 

（４）「食料・農業・農村基本計画」の着実な実践 

   令和 2年 3月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」においては、食

料安全保障での施策を柱に、農林水産物・食品の輸出目標、関係人口など農村振

興のための新たな活力の創造・活用、スマート農業の加速化やデジタル技術の活

用推進などが提起されており、これまでの基本計画とは異なる視点での施策も提

起・重視されています。 

   カロリーベースの食料自給率が過去最低の 37％という中、生産基盤の弱体化が

進み、世界的な自然災害の発生や人口増加、そして貿易自由化の進展等、食料安

定供給に対するリスクは年々高まっています。 

   基本施策の達成に向け、行政・関係団体と連携し、ＪＡグループに期待される

役割・取り組みを進めていく必要があります。 

 

（５）デジタル化の加速 

   政府は、デジタル化を社会課題と位置づけ、デジタル庁を創設のうえで、2025

年度までに国と地方のデジタル社会経営にかかるインフラ整備を完了するとし

ています。農水省でもｅＭＡＦＦ（農林水産省共通申請サービス）導入により、

補助金の申請などの行政手続の 2022 年度 100％オンライン化を目指しています。 

   ＪＡグループにおいても、新たな情報技術を活用し、官民デジタル化のさらな

る加速に対応するとともに、農業分野での多様な先端技術の導入・普及が求めら

れています。 

 

（６）地銀の再編、淘汰 

   政府は、人口減少等を背景に厳しい経営環境が続く地域金融機関について、一

定の要件の下でシェアが高くても地域銀行の合併等を認めることとする独占禁

止法の特例の整備など、経営基盤の強化に向けた環境整備を進めています。 

   また、「金融サービス仲介業」が創設され、業態ごとの縦割りだった既存の仲

介業と異なり、１つの登録で銀行・証券・保険すべての分野のサービスを仲介可

能とするなど、ワンストップ提供が可能となりました。 

 

（７）耕地面積の減少・生産農業所得の減少 
 耕地面積（令和 2 年 3 月現在）は、宅地への転用、耕地の荒廃、自然災害等に

より、全国では 437.2 万 ha（前年比 0.57%減少）、同様に福岡県でも 7.97 万 ha（前
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年比 0.75%減少）と減少しました（農林水産省「耕地及び作付面積統計」より）。 

 農業総産出額（令和元年分）については、長期的に減少傾向が続いた後、平成

27 年以降は需要に応じた生産の取り組みにより増加していましたが、令和元年度

は、野菜の価格低迷等により全国では 8 兆 9,387 億円（前年比 1,896 億円減少）、

福岡県でも 2,027 億円（前年比 97 億円減少）と減少しました（農林水産省「農業

総産出額及び生産農業所得統計」より）。 

 生産農業所得（令和元年分）も、農業総生産額と同様に長期的な減少傾向から、

増加に転じていましたが、令和元年度は農業総生産額の減少に伴い、全国では 3

兆 3,403 億円（前年比 1,159 億円減少）、福岡県でも 918 億円（前年比 39 億円減

少）と減少しました（農林水産省 同上資料より）。 

 なお、県内ＪＡの販売品販売高は、令和 2年度、1,105 億円（前年比 99.7%）と

なっています。（ＪＡ福岡中央会「令和 2年度ＪＡ決算速報」より） 

 

（８）組合員の高齢化 
 福岡県の正組合員数は 113 千人（前年比 98.1%）、准組合員数は 244 千人（前年

比 100.9%）と、近年は、正組合員は減少する一方で、准組合員は増加する傾向が

続いています（「令和元年度 福岡県協同組合統計年報」より）。また、自己改革

の取り組みにおける集計結果では、令和 2年度には組合員合計で前年比 99.7％と

減少しました。 

 福岡県の販売農家における農業就業人口※は 43.3 千人（前年比 97.3%）と減少

傾向にあるとともに、このうち 70 歳以上の割合は 40.2%（前年比 0.9 ポイント増

加）と高い数値で推移しており、依然として農業者の減少・高齢化が進行してい

ます（農林水産省「農業構造動態調査（令和元年 12 月）」より） 

※ 農業就業人口：15 歳以上の農家世帯員のうち、調査期日前 1 年間に農業のみに従事した

者又は農業と兼業の双方に従事したが、農業の従事日数の方が多い者の数（農林水産省 

「農業労働力に関する統計」注釈より）。 

 
（９）県内ＪＡの決算の概況 

 令和 2年度の県内ＪＡの事業総利益は、549 億円（前年比 98.5%）と減少してお

り、内訳では、購買事業が 91 億円（前年比 106.9%）、販売事業が 47 億円（前年

比 100.5%）と増加する一方で、大きなウェイトを占める信用事業が 206 億円（前

年比 97.1%）、共済事業が 135 億円（前年比 95.2%）と減少し、その他事業も 67

億円（前年比 97.8%）と減少しました。 

 また、新型コロナの影響等で事業管理費が 503 億円（前年比 98％）と事業総利

益を上回って減少したことから、県内ＪＡの事業利益は 46 億円（前年比 103.7%）

と増加し、最終的な当期剰余金についても 23 億円（前年比 101.3%）となりまし

た。（ＪＡ福岡中央会「令和 2年度ＪＡ決算速報」より） 
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2  第42回ＪＡ福岡県大会決議の 

　  成果と課題
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２ 第 42 回ＪＡ福岡県大会決議の成果と課題 

 

Ⅰ.「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」の実践 

１．担い手経営体のニーズに応える個別対応【最重点分野】 

○ 担い手経営体に出向く体制の強化・充実について、出向く活動の強化により担

い手の抱える課題解決に向けて取り組むとともに、所得増大向けた取り組み提案

等、ニーズに応えられる仕組みを構築しました。 
さらに、効果的・効率的な活動を実践するため、対象先の明確化と役割分担、

提案メニューの充実等に向けて取り組む必要があります。 
 
 
 
 

 
 
２．マーケットインに基づく生産・販売事業の実践【最重点分野】 
○ 消費者・実需者ニーズを踏まえた販売戦略の構築と的確な生産販売活動の実践

について、マーケット情報に基づいた栽培技術の向上等を図るとともに、契約的

取引の実践や消費ニーズに合わせた荷姿包装での取引等により、農家所得の安定

に努めました。 
 
○ 食の安全・安心確保対策として、平成 30～令和 2 年で 8ＪＡの園芸部会組織が

福岡県版ＧＡＰ認証を取得するとともに、ブランド価値向上による農業所得増大

の取り組みとして、「元気つくし」が日本穀物検定協会の食味ランキングで、最

上位評価の「特Ａ」を獲得しました。 
なお、金のめし丸県産米の需要は堅調であるものの、災害や病害虫等により需

要量を満たせておらず、数量・品質での安定や集荷率向上等が求められています。 
 
○ 農産物直売所を核とした地産地消の強化について、県ＪＡ農産物直売所連絡協

議会を通じたＨＡＣＣＰ制度対応や店舗改善対策等を実施し、コロナ禍での家庭

内消費増もあり、令和 2 年度売上高は約 147 億（前年比 106.4％）となりました。 

S：22施

策

（49%）

A：7施策

（16%）

B：11（施

策）

（24%）

C：1施策

（2%）

D：4施

策

（9%）

-：0施策

（0%）

【取組施策例】 

①ＴＡＣ活動の充実と情報の共有化 

②組合員とのつながりを強化するための巡回訪

問体制の充実・強化 

③無料職業紹介所や外国人労働等に関する研

究・検討および実施 

④担い手サポートセンターとの連携によるＴＡＣ

機能強化と経営サポート体制の構築と実践 

「担い手経営体のニーズに応える個別対応【最重点分野】」 

○ 自己改革目標 令和 2 年度実績  取組施策数：45（うちＪＡ40、中連等 5） 

○ 達成率（S：100%以上、A：75～100%未満、B：50～75%未満、C：25～50%未満、D:25%未満、－：評価なし） 
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○ 経営収支改善やＨＡＣＣＰ制度対応としての衛生管理計画の策定・実践、イ

ンボイス等への対応などの課題があります。 
 
 
 
 

 
 
３．付加価値の増大と新たな需要開拓への挑戦【最重点分野】 
○ 総合力を活かした 6 次産業化および経済界との連携について、付加価値を付け

た新たな需要開拓に取り組みましたが、ＪＡの体制や取り組み（人員、開発費等）

が二極化する中で、「既存商品の改良や商品の共同開発」「販売先の開拓・確保」

「収益確保」等が課題となっています。 
 
○ 地域・県域ブランドの強化に向けた知的財産等の戦略的活用について、県域ブ

ランド品目等の生産販売を進め、品質の高位平準化や数量の確保、消費地でのＰ

Ｒ活動等による売り場確保に取り組みました。 
県外での新たな品種の導入等が進む中で、本県における産地振興、市場競争等

に負けない体制づくりが引き続き必要となります。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S：20施

策

（34%）

A：18施

策

（30%）

B：8施策

（13%）

C：5施策

（8%）

D：6施策

（10%）

-：3施策

（5%）

「マーケットインに基づく生産・販売事業の実践【最重点分野】」 

○ 自己改革目標 令和 2 年度実績  取組施策数：60（うちＪＡ57、中連等 3） 

○ 達成率（S：100%以上、A：75～100%未満、B：50～75%未満、C：25～50%未満、D:25%未満、－：評価なし） 

【取組施策例】 

①顧客開拓に向けた WEB（インターネット）販売の

強化 

②農産物直売所を核とした地産地消運動の強化 

③地域環境に適した水田生産誘導の取組み 

④ブランド価値の向上と積極的な販売対応で所得

増大を目指す園芸事業の改革と直販事業を活用

した販売チャンネルの拡大 

「付加価値の増大と新たな需要開拓への挑戦【最重点分野】」 

○ 自己改革目標 令和 2 年度実績  取組施策数：39（うちＪＡ39、中連等 0） 

○ 達成率（S：100%以上、A：75～100%未満、B：50～75%未満、C：25～50%未満、D:25%未満、－：評価なし） 

【取組施策例】 

①農産物の収量・品質向上による付加価値の増大 

②農産物の安全性向上に向けた取組（残留農薬検

査の実施） 

③6 次産業化商品の開発業に向けた原料の供給拡

大 

④実需者との販売力強化向けた契約栽培の拡大 

⑤ＧＡＰ基準準拠の取り組み拡大に必要な体制の

整備・検討 

S：12施

策

（31%）

A：8施

策

（20%）
B：7施

策

（18%）

C：3施

策

（8%）

D：6施

策

（15%）

-：3施策

（8%）
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４．生産資材価格の引き下げと低コスト生産を支援する体制の強化【最重点分野】 
○ 弾力的な価格設定等による他業態に負けない生産資材価格の実現について、肥

料では、平成 29 年春肥から高度化成肥料を 5 銘柄、令和 2 年秋肥からは 4 銘柄

に集約する等により、既存品と比較して 1～3 割の価格引下げを実現しました。

また、農薬については、通常規格より約 3 割程度割安な担い手直送規格（水稲除

草剤等）の普及率が、水稲面積全体の約 8％と拡大傾向にあります。 
今後は、低利用の大口生産者に対しても普及推進を図る必要があります。 

 
○ 低コスト生産技術等によるトータルでの生産コスト引き下げについて、平成

28 年度から農家手取り最大化の取り組みを開始し、令和 2 年度ではモデル 1ＪＡ

において、水稲・麦・大豆のコスト削減・省力化・増収に向けた試験を実施、効

果・普及性を検証しました。 
今後も、継続して事例を積上げ、効果・普及性を確認していく必要があります。 

 
○ 担い手等の多様なニーズに対応した資材店舗展開と収支改善について、店舗陳

列コンクールや店舗活性化研修会等により、資材店舗活性化に取り組みました。

また、農業関連施設の集約・広域再編について、県北販売コントロールセンター

での共同輸送・共同販売を通じ、県北 6ＪＡの青果物の販売価格の底上げを行う

とともに、国庫事業を活用したトラックチャーターによるレンタルパレット輸送

を 30 回実施しました。 
 
 
 
 

 
 
５．新たな担い手の育成や担い手のレベルアップ対策【最重点分野】 
○ 新規就農者については、市町村等関係機関との連携を通じ、相談会の毎年の開

催【相談者：25 名（Ｒ1）、41 名（Ｒ2）】、ＳＮＳを使った情報発信等に取り組む

とともに、新規就農に関する協議会の立ち上げ等、地域全体での就農支援の体制

づくりが進みました（県内 12 協議会が農業経営者育成教育機関として県から認

定）。 

S：22施

策

（49%）

A：13施

策

（29%）

B：5施

策

（11%）

C：2施

策

（5%）

D：2施

策

（4%）

-：1施策

（2%）

「生産資材価格の引き下げと低コスト生産を支援する体制の強化【最重点分野】」 

○ 自己改革目標 令和 2 年度実績  取組施策数：45（うちＪＡ43、中連等 2） 

○ 達成率（S：100%以上、A：75～100%未満、B：50～75%未満、C：25～50%未満、D:25%未満、－：評価なし） 

【取組施策例】 

①生産資材銘柄・規格の共同集約・共同購入 

②予約注文や近隣 JA との連携による価格引き下げ

③他業態に負けない生産資材価格の実現に向けた

定期調査の実施 

④化成肥料・水稲除草剤等の品目集約 

⑤各組織との情報、意見交換による利用率向上と新

技術導入による低コスト生産への取り組み 
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今後は、農地や施設等の取得等、新規就農者の定着支援について、関係機関と

の連携をさらに強化する必要があります。また、農家の高齢化が進む中、事業継

承の重要性を理解し、早めの事業継承を進めていく必要があります。 
 
○ 農業経営管理支援については、青色申告データをもとに、組合員との面談を実

施する等農業経営の見える化に取り組むＪＡが増加しました【9ＪＡ(Ｈ30)→13
ＪＡ（Ｒ2）】。また、令和元年度の収入保険制度開始に伴い、青色申告会員が増

加しました【青申会員 15,263 名(Ｈ30)→15,798 名（Ｒ2）】。 
収入保険に係る申告時の保険金見積り計上やインボイス制度対応等で青色申

告担当部署の事務負荷が増大する中、営農指導員、ＴＡＣ及び他部門との連携を

強化する必要があります。 
 

 ○ 「ＪＡによる農業経営」を通じた担い手育成と地域農業への支援強化について、

新規就農のための研修事業、農作業受託等地域農業支援を実施するＪＡが増加し

ました【研修事業；4ＪＡ(Ｈ30)→5ＪＡ(Ｒ2)】【支援事業；4ＪＡ(Ｈ30)→5ＪＡ(Ｒ
2)】。また、新たに 1ＪＡが令和 3 年度から新規就農者研修施設の運営ができるよ

うに準備を進めています。 
 
 ○ 集落営農の組織化・法人化に向けた取り組み並びに法人化後の支援強化につい

て、集落営農組織の法人化が増加しました【集落営農数；597(Ｈ30)→570(Ｒ2)】
【集落営農法人；279(Ｈ30)→292(Ｒ2)】。また、県域ＴＡＣ・ふくれんと連携し

「法人を核とした野菜作付振興事業」を導入した法人が 4 法人となりました。 
一方で、米麦大豆中心の集落営農法人の多くは、高齢化・後継者不足やイン

ボイス制度への対応等の課題があることから、ＪＡ・県等との連携を強化し、

地域の実情にあった集落営農法人の在り方等を研究する必要があります。 
 
 
 
 

 
 

S：25施

策

（45%）

A：6施策

（11%）

B：6施策

（11%）

C：4施策

（7%）

D：7施策

（13%）

-：7施策

（13%）

「新たな担い手の育成や担い手のレベルアップ対策【最重点分野】」 

○ 自己改革目標 令和 2 年度実績  取組施策数：55（うちＪＡ48、中連等 7） 

○ 達成率（S：100%以上、A：75～100%未満、B：50～75%未満、C：25～50%未満、D:25%未満、－：評価なし） 

【取組施策例】 

①集落営農の組織化支援 

②新規就農者研修施設の有効利用による新規

就農者の育成 

③青色申告会と連携した経営分析診断支援 

④女性農業者のサークル活動および農業経営

研修会の実施 

⑤労働力支援企業との連携による労働力の支

援 
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６．営農・経済事業の機能・体制の強化【最重点分野】 
○ 営農・経済部門の人材育成について、営農指導員のグレード登録や全国共通の

指導員資格、各種研修会等に関する意見交換を行いましたが、さらに課題対応の

上、人材育成研修会を継続・強化する必要があります。 
 
 
 
 

 
 
 
７．組合員の意思結集による地域の実情を踏まえた農業政策の実現 
○ 食料・農業・農村基本法等に基づく農業政策の実現対策について、「食料・農

業・農村基本計画」（令和 2 年 3 月）に、農業の持続的発展に向けて中小・家族

経営体が、農村・地域を支える主体として明記され、その重要性が認められまし

た。 
基本計画の実践において、規模の大小や地理的条件にかかわらず、農業者の経

営継続と農村・地域の活力につながる政策要求を行う必要があります。 
 
○ 地域実態を踏まえた農政活動について、本県の農業政策・予算に関する県議会

（自民党福岡県議団農政懇話会、緑友会福岡県議団）への要請の実施等、農業振

興及び農業者の経営安定に取り組みました。また、九州北部豪雨（平成 29 年 7
月）及び平成 30 年 7 月豪雨等災害からの復興支援について、国・県へ要請、被

災地に対する人的・物的支援に取り組みました。 
引き続き、抜本的な治水対策や農地強靭化対策等、できる限り被害を最小限に

抑える対策等の要請を行う必要があります。 
 
 
 
 

S：8施策

（20%）

A：7施策

（17%）

B：10施

策

（24%）

C：2施策

（5%）

D：7施策

（17%）

-：7施策

（17%）

「営農・経済事業の機能・体制の強化【最重点分野】」 

○ 自己改革目標 令和 2 年度実績  取組施策数：41（うちＪＡ40、中連等 1） 

○ 達成率（S：100%以上、A：75～100%未満、B：50～75%未満、C：25～50%未満、D:25%未満、－：評価なし） 

【取組施策例】 

①効率的な農業実践に向けた支援体制の強化 

②専門知識及び資格を持った職員雇用への取

り組み 

③長期農業振興計画による地域農業振興の強

化（長期計画から中期経営計画へ反映） 

④専門職の後継者育成の取組み 

⑤営農・経済事業体制の強化、ＴＡＣによる営農

経営指導
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Ⅱ.地域活性化への貢献と情報発信機能の強化 

１．正・准組合員のメンバーシップの強化【重点実施分野】 
○ 正・准組合員のメンバーシップ強化について、統括部署を明確化にするととも

に、ＪＡ地域密着・くらしの活動や組合員訪問、支店運営委員会の整備、組合員

大学の運営等を行うなど、全てのＪＡにおいて、アクティブ・メンバーシップ確

立に向けた「取り組み方針」の策定に取り組みました。 
 
○ 准組合員については、全てのＪＡにおいて、「准組合員の位置づけ明確化」を

行いましたが、「准組合員の意思反映にかかる取り組み方針の策定」については、

14ＪＡとなっており、「農業の応援団」としての具体的取り組みとともに、意思

反映、運営参画にかかる取り組み加速化が求められています。 
 
○ フレミズ組織設置ＪＡは 9ＪＡ、理事目標（15％）達成は 3ＪＡ、正組合員目

標（30％）達成は 5ＪＡ、総代目標（15％）達成は 8ＪＡ（いずれも令和 2 年７

月末現在）となるなど、組織基盤の拡充強化に向け、引き続き組織の活性化、フ

レミズ組織の拡大、女性の運営参画を進める必要があります。 
 
 
 
 

 
 
２．ＪＡくらしの活動を通じた地域の活性化への貢献【重点実施分野】 
○ オール世代を支えるＪＡくらしの活動を核とした地域密着活動の実践につい

て、全てのＪＡで、支店等を拠点とした食農教育や健康づくり活動等を実践しま

した。引き続き、本活動の必要性や取り組み事例の共有化に向け、支店長や女性

組織担当者等に対して、取り組み周知を図る必要があります。 
 
○ 「地域農業振興の応援団づくり」の確立に向け、これまでＪＡで実践していた

食農教育や地産地消運動施策を、「ＪＡグループ福岡 食と農の応援団（食・農ラ

部！）」の取り組みとして位置づけ、この取り組みの周知、ＪＡ内外での情報発信

S：11施

策

（22%）

A：12施

策

（25%）
B：8施

策

（16%）

C：3施

策

（6%）

D：13施

策

（27%）

-：2施

策

（4%）

「正・准組合員のメンバーシップの強化【重点実施分野】」 

○ 自己改革目標 令和 2 年度実績  取組施策数：49（うちＪＡ46、中連等 3） 

○ 達成率（S：100%以上、A：75～100%未満、B：50～75%未満、C：25～50%未満、D:25%未満、－：評価なし） 

【取組施策例】 

①協同組合理念を踏まえた JA らしい支店活動の展開

②「農業の応援団」拡大に向けた仕組み作り 

③新規組合員加入運動の展開 

④直売所を拠点とした、農業を「食べて」応援する准組

合員の拡大 

⑤女性の運営参画の促進 

⑥准組合員のアクティブ・メンバーシップ意識向上 
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が今後の課題となっています。 
 
 
 
 

 
 
３．ＪＡ総合事業を通じた生活インフラ機能の発揮 
【信用事業を通じた「地域の活性化」】 
○ 金融商品と絡めた環境保全の取り組みについて、対象貯金商品の販売実績に応

じた額（販売一口につき 20 円）とＪＡを利用されている皆さまからの募金を「公

益財団法人福岡県水源の森基金」へ「緑の募金」として寄付を行いました。 
 
○ 食農教育に関する取り組みについて、子ども達の食と農への理解を促進するた

め、県内小学校に対し教育本を寄贈しました。また、ＪＡが行う子ども達を対象

にした農業体験活動等の取り組みを支援しました。 
 
○ 利用者保護等に関する取り組みについて、福岡県警察の「ニセ電話気づかせ隊」

に参加し、高齢利用者のニセ電話詐欺被害防止のため、高齢利用者の高額現金持

ち帰り等の際に、窓口声掛け運動等に取り組み、令和元年７月には、これまでの

ニセ電話詐欺の被害防止活動に貢献した功績が認められ、福岡県知事より「ニセ

電話気づかせ隊団体表彰」を受けました。 
 

【共済事業を通じた農業経営・地域活性化に貢献する取り組み】 
○ 多種・多様化している農業者を取り巻くリスクに備えるため、全ＪＡにおいて

個人農業者および農業法人等に対してリスクチェックシートや農業リスク診断シ

ステムを活用した農業リスク診断活動を実施しています。 
今後も、個人農業者や農業法人等への万全な保障提供に向けて、関連部門等と

の連携を深め、農業リスク診断活動の実践を通じたリスクの説明およびリスク対

策への提案強化を継続的に取り組む必要があります。 
 

S：15施

策

（30%）

A：6施

策

（12%）
B：6施

策

（12%）

C：5施

策

（10%）

D：16施

策

（32%）

-：2施策

（4%）

「ＪＡくらしの活動を通じた地域の活性化への貢献【重点実施分野】」 

○ 自己改革目標 令和 2 年度実績  取組施策数：50（うちＪＡ46、中連等 4） 

○ 達成率（S：100%以上、A：75～100%未満、B：50～75%未満、C：25～50%未満、D:25%未満、－：評価なし） 

【取組施策例】 

①安全・安心な生活資材の提供 

②食と農、地域とＪＡを結ぶ食農教育活動の実践 

③3Q 訪問活動（保障点検）の実施による家族状況の

確認、および安心・満足の提供 

④地域フォーラムによる食育・地産地消への取り組

み 

⑤経済事業を通じたくらしの安心と環境に配慮した事

業の展開 
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○ 地域のくらし・営農に貢献していくため、全ＪＡにおいて農業関連分野や地域

に根ざした様々な地域貢献活動に取り組んでいますが、当該活動が「ＪＡ共済の

地域貢献活動」であることを幅広く周知していく必要があります。 
 
【高齢者福祉活動と介護保険事業を通じたセーフティ機能の発揮】 
○ 高齢者福祉活動について、女性組織メンバーを中心に、人生 100 年時代を支え

る「ＪＡ健康寿命 100 歳プロジェクト」や「助けあい活動」を実施し、高齢者の

生きがい・健康づくりに貢献しました。健診活動等については、女性組織メンバ

ーに限定せず、青壮年層等、組合員への健康づくり活動をすすめていく必要があ

ります。 
 
○ 介護事業については、生活インフラを支える事業でもあるが、新型コロナウイ

ルスの影響等を受け、事業廃止のＪＡも見られるなど、事業収支は悪化傾向にあ

り、収益改善や人材確保対策等が喫緊の課題となっています。 
 
４．ＪＡ広報活動の位置づけの明確化・重点化と活動のステップアップ 
○ 広報の位置付けの明確化と他部門との連携について、ＪＡの広報機能強化のた

め、担当部署の明確化や広報委員会の設置、担当者の育成・確保、農業まつり等

におけるトップ広報、農産物のトップセールスが実施されました。 
引き続き、広報体制の強化を図り、トップ広報、役職員による情報発信に努め

る必要があります。 
 
○ 対象を明確化した広報活動については、対内広報としてＪＡ広報誌による身近

な情報発信や自己改革の進捗状況の広報に努めましたが、日本農業新聞、家の光

三誌の購読部数は減少しています。一方、地域住民向けの広報誌等の発信は約半

数のＪＡに限定されていますが、新たにＳＮＳを使った情報発信の取り組みが

年々増加しており、取り組みを強化する必要があります。 
 
５．多様な広報活動の展開による情報発信の強化 
○ ＪＡ役職員による情報発信の強化について、支店協同活動や組織活動等へのＪ

Ａ役職員の積極的参加によって、組合員と一体となった運営が実施されました。

引き続き、多様な広報活動の展開による情報発信強化の必要があります。 
 
○ パブリシティによる広報展開の強化について、一部のＪＡでマスコミへの農産

物直売所、地元農産物やイベントの情報提供が実施されましたが、トップ広報、

ニュースリリースの実施ＪＡはまだまだ少ないという課題があります。 
 
○ 各種メディアを活用した対外広報展開の強化について、県段階では記者会見や

記者懇談会の実施、インスタグラムによる情報発信を行いました。ＪＡ段階にお

いてもＦａｃｅｂｏｏｋ、インスタグラム等ＳＮＳによる農産物・イベントの情

― 16 ―



 

報発信が増加しました。ＪＡグループ福岡一体となった新たなメディア展開につ

いて、さらに強化して取り組む必要があります。 
 
６．「食」「農」「協同組合」の浸透に向けた新たな展開方向 
○ 「協同組合」の国民理解醸成に向けた取り組みについて、県域で設置している

「協同組合ふくおかネットワーク推進協議会」や「福岡県協同組合促進懇話会」

を中心に活動を行いました。 
平成 29 年度に立ち上げた「協同組合ふくおかネットワーク運営検討委員会」

での検討結果を踏まえ、これまでの講演会や教育担当者会議、合同研修会の開催

に加え、福岡県農林水産まつりへの共同出展や協同組合連続講座の開催、Ｆコー

プの「コープの森づくり」への活動参画など協同組合間連携の取り組みを促進し

ました。 
 
○ 協同組合連携を更に促進させていくためには、事務局体制等の充実と構成団体

の参加意欲や意識向上、実践活動の継続と新たな実践活動の協議等実施する必要

があります。 
 

Ⅲ.自己改革の着実な実践を支える持続可能な経営基盤の確立 

１．自己改革実践の拡充・強化に向けたＪＡ中期経営計画の策定 
○ ＪＡグループ福岡中期方針を踏まえ、全 20ＪＡが「最重点分野」および業績

評価指標（ＫＰＩ）を設定した「重点実施分野」を中期経営計画に盛り込みまし

た。 
 しかしながら、策定された中期経営計画を分析すると、実行具体策が具体的で

なかったり、中期方針の「実行具体策」「具体的取り組み事項」をそのまま採用

したり、業績評価指標（ＫＰＩ）が定性目標で評価しづらいといった課題があり

ました。また、「重点実施分野」での「実践事項」「実行具体策」等の項目が多く、

目標が総花的でありました。 
 
２．自己改革を伝える取り組みと着実な実践・進捗管理 
○ ＪＡグループ福岡全体で「自己改革共通目標」を設定（平成 28 年度～）する

とともに、重点実施分野とあわせた進捗管理を、ＪＡは自己改革推進本部で、Ｊ

Ａグループ全体では改革本部委員会・改革推進委員会・改革実践研究会（以下、

改革本部）で行いました。 
 しかしながら、「自己改革共通目標」のうち、営農指導員の実績の取り方や販売

品販売高と直売所売上高の計上方法等が明確でなく、実績把握や進捗管理が効率

的でないといった課題がありました。あわせて、計画未達の原因や今後の対応が

十分議論されていないＪＡも見受けられました。 
 
 ○ 自己改革への評価やＪＡへの理解を促進するため、改革本部でＪＡグループ福
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岡全体として以下の取り組みを決定し、ＪＡは、組合員や地域住民に対し、直接

対話や広報誌等を活用するなど様々な手段で、適宜、自己改革の取り組み内容を

伝えました。その結果、平成 30 年度に実施した「組合員意向調査」では、152,005
人が回答し、90％以上がＪＡの自己改革への期待感、満足感が示されました。 

 

【組合員、地域住民対応】 

項目 数 項目 数 

認定農業者との対話活動

（Ｒ２） 

20JA 

1437 件 

自己改革周知ポスター制作

（Ｈ30、Ｒ１、Ｒ２） 

各 3,300 部 

クリアファイル、作業用

手袋（Ｒ２） 

9,270 部 日本農業新聞への掲載（Ｈ

29、Ｈ30、Ｒ２） 

計３回/１ＪＡ 

ラジオＣＭ、出演（Ｈ30、

Ｒ１） 

ＣＭ28 本 

出演４ＪＡ 

自己改革取組宣言 

（Ｈ30、Ｒ１、Ｒ２） 

計３回 

（全ＪＡ実施）

 
【ＪＡ役職員対応】 

項目 回数等 

役員向けセミナー等（Ｈ28、Ｈ29、Ｈ30） 計３回 

自己改革情報（中央会発行Ｈ28～） Vol.91 

自己改革事例集 30 事例 

 
しかしながら、農水省が実施する認定農業者意向調査について、自己改革を評

価する認定農業者等は約 5 割にとどまり、ＪＡとの回答の間に大きなギャップが

生じています。これは、自己改革の成果を伝える取り組みが不十分であること、

情報発信にＪＡ間で差があることが原因と思われます。 
 

３．自己改革の実践を支える安定経営基盤の確立 
○ ＪＡの業務執行体制（ガバナンス）の充実について、各ＪＡの選出ルールに基

づき登用した認定農業者及び実践的能力者の理事の割合は、全ＪＡにおいて定数

の 8 割を超え、農協法の要件を満たしています。 
 ただし、就任時 45 歳以下の理事は 4 名に留まっており、理事の年齢及び性別

に著しい偏りがないように配慮しなければならないという農協法の配慮規程へ

の対応が継続して必要です。 
 
○ 内部管理態勢（内部統制）の整備・強化について、会計基準の厳格な適用や内

部統制の運用について、会計監査人より更なる改善が求められています。 

内部管理態勢における 3 つのディフェンスラインの機能発揮において、本店所

管部署とされる第 1 のディフェンスラインの強化が必要です。 

 

○ 持続可能なＪＡ経営基盤の確立・強化に向け、令和元年度、20ＪＡの常勤役員

を対象にトップセミナーを開催し、全中、農林中金より、現状および今後のＪＡ

の経営環境等について、共有化を図りました。 
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〇 ＪＡグループ福岡における持続可能なＪＡ経営基盤の確立・強化の対応を改革

本部で協議し、基本的取り組み方向を決定しました。主な内容は、 

・将来損益シミュレーションを実施する。 

・部門別事業損益計画を策定する。 

・各事業の成長戦略、効率化戦略を事業計画に盛り込む。 

・支店・事業所再編を進める。 

・信用事業の調達コストを検討する。等であり、 

各ＪＡは、これらに基づき、事業計画に盛り込み、実施に向け取り組みを進めて

います。 

 

○ シミュレーションでは、経済事業部門やその他部門の将来予測に対する中央

会・連合会での支援が困難で、ＪＡも過去からの成り行きでしか策定できないと

いった課題があります。 

 
○ 事業計画では、現状分析が不十分なため、成長戦略が少なく、効率化戦略中心

のＪＡも見られます。 

 

○ 自己資本比率は、バーゼルⅢの影響を受けて、全体的に低下しています。固定

比率は、県平均では向上しているものの、対前年比で 10％以上低下しているＪＡ

も 8ＪＡあります。自己資本比率、固定比率の向上に引き続き取り組む必要があ

ります。 

 
○ 中央会・連合会による健全経営確保機能の発揮について、中央会・連合会にお

ける調整・連携のもとＪＡの経営健全性等の確保を図ることを目的に「ＪＡ経営

健全化対策連絡会議」を設置し、連合会間での課題の検討や情報の共有を行って

います。また、県内で不祥事が発生しているＪＡもあり、不祥事の未然防止を目

指した取り組みが求められます。 
 
４．協同組合（農協）運動者としての人づくり 
○ 組合員のメンバーシップを強化するための組合員・役員・職員づくりについて、

協同組合理念を盛り込んだ階層別（初級・中級・監督者・管理者）研修会、非常

勤理事研修会を実施し、これら研修で得た知識を、協同組合の運動者として日常

の事業・活動を通じてどのように組合員のメンバーシップ強化と自己改革の実践

につなげていくか、役職員それぞれがさらに認識を深め実践していく必要があり

ます。 
 
○ 人事労務体制の整備・強化について、定年延長や定年再雇用者の人材活用等、

労働力不足解消に向けた検討が必要です。また、自らの希望する多様な働き方を

選べる環境づくりが必要とされており、厚生労働省から示された「副業・兼業の

促進に関するガイドライン」に沿った考え方を整理する必要があります。 
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５．農業者の所得増大・ＪＡ経営の健全化に貢献する安全かつ低コストな情報システ

ムの活用 
○ 農家組合員・農業法人・集落営農組織等の農業所得向上支援 

確定申告支援システム（農家組合員向け）が 12ＪＡ（一部機能のみ利用 3ＪＡ

含む）、確定申告支援システム（農業法人向け）が 4ＪＡ、農業経営管理支援シス

テムが 8ＪＡで運用を行っています。 

なお、システムの活用促進については、システム面の課題だけではないので、

担い手・営農サポートセンターと情報センターが役割分担を明確にし、継続的な

対応を行う必要があります。 

 

○ 蓄積されたデータの有効活用 

基盤更改とあわせて導入された新たな情報活用ツール（ＷｅｂＦＯＣＵＳ）を

全ＪＡで運用を開始しましたが、限定的な機能の利用に留まっているため、情報

センターはＪＡのニーズを収集し、機能の拡大を図るとともに、ＪＡではＦオン

各種データの効果的な活用により、経営基盤の強化を図る必要があります。 

 

○ 各種情報システムの利活用によるＪＡの安定的経営基盤確保 

会計監査人監査対応や不祥事未然防止対策に関するシステム対応が情報センタ

ーにて行われ、ＪＡはシステムの利用と合わせ、運用手順や資格権限の見直し等

により統制強化を図りました。 

ＪＡは、引き続きＦオン標準システムの有効活用や新しい技術の導入も含め、

事務効率の改善、あわせて統制の強化を図っていく必要があります。 

 
○ 情報セキュリティ管理等の強化・充実 

高度化、巧妙化し、攻撃の視野も拡大しているサイバー攻撃等の外部からの脅

威について、ＪＡグループ全体での意識共有と対策を講じるとともに、情報セン

ターの運用においてもウィルス対策ソフト及び暗号化ソフトのサーバ環境を更改

するなどセキュリティの強化を図りました。 

サイバーインシデントの発生はとどまることがないことから、ＪＡにおいても

引き続き、職場内での意識醸成や情報漏洩対策等のセキュリティ強化に取り組む

必要があります。 

 

○ ＪＡの事業継続を可能とするシステム環境の検証・改善 

情報センターは、Ｆオンシステム環境の安定運用の強化対策として、基盤更改

においてクラウド化を採用しました。 

 
６．連合会によるＪＡ総合事業の支援・補完 
【信用事業を通じた組合員・利用者とともにＪＡ発展に向けた取り組み】 
 ○ 農業者の成長ステージに応じた資金供給 
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   農業者の所得増大等に資するＪＡバンク自己改革の取り組みを継続支援する

ため、新規就農者向け資金である青年等就農資金の活用支援や、新規就農者の営

農や研修をサポートするための助成措置等を行いました。 
また、担い手の規模拡大等を支援するため、個人、法人ともに利用可能な運転

資金「農業応援運転資金」を創設したほか、農業近代化資金や農機ハウスローン

等農業関連資金に対して利子補給や保証料助成措置等を行い農業所得増大・農業

生産拡大等への取り組みを支援しました。 
ＪＡの農業融資資金に対する利子補給・保証料助成等 
令和 2 年度実績 1 億 2,967 万 7 千円 

 
○ 販路拡大・経営管理高度化等ソリューションの提供 

   農業の持続的な発展に向けた地域振興施策を推進するため、直売所強化活動や

農産物のＰＲイベント活動等への助成措置を行い、販路拡大等の取り組みを支援

しました。 
 
○ 全国戦略に基づく施策・インフラの提供、地域特性を踏まえた実効性の高い県

域戦略の確立、県域本店機能の発揮 
組合員・利用者に対し全国戦略に基づき、インターネットローンの商品拡大、

インターネットバンキング（個人ＩＢ）の整備、ＪＡバンクアプリの提供等に取

り組みました。 
ＪＡバンク福岡では、自己改革の実践を支えるため、農業関連資金に対する利

子補給や保証料助成等の支援を行いました。また、農業金融センターでは、農業

融資専門部署としての役割発揮に向け、ＪＡをはじめ関係団体（県・農業会議・

ＪＡグループ福岡等）と連携し農業関連融資の強化に取り組みました。 
今後は、合理化が必要な店舗・ＡＴＭの統廃合、効率的な推進態勢の構築に向

けた基幹店舗への集約配置、ネットバンク等非対面サービスの提供・活用がすす

められます。当県においては、全国戦略に基づく新たなシステム（営業店システ

ム・貸出金システム等）を導入し、店舗事務の改革（電子化による後方レス化・

媒体レス化）と店舗機能への再編を行う必要があります。 
 
【共済事業を通じたＪＡの事務負担軽減に向けた取り組み】 
○ 契約申込み・掛金収納等に伴うＪＡにおける事務負荷軽減の実現に向けて、平

成 28 年 4 月よりペーパーレス・キャッシュレス等の新事務手続きを段階的に導

入しており、長期共済および自動車共済の新契約手続きならびに一部の異動手続

きはペーパーレス化され、キャッシュレスについても長期共済および自動車共済

の新契約手続きが可能となり、全ＪＡにおいて取り組みを進めています。 
   また、令和 2 年度から満期等の請求手続きについても、ペーパーレス手続きが

可能となっており、全ＪＡにて取り組みを展開しています。 
   今後も、事務負荷軽減の取り組みの定着化に向けて、ペーパーレス・キャッシ

ュレスの利用率向上を図るとともに、さらなるシステム等の利便性向上を図る必
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要があります。 
 
○ ＪＡが契約者対応を担い、連合会が損害調査を行う運営体制の構築（自動車損

害調査体制の再構築）に向けて、令和 2 年度に 14ＪＡの体制移行を先行実施し、

令和 3 年度初旬に全ＪＡの体制移行が完了しました。 
   自動車損害調査体制再構築後の円滑な業務の実施、契約者対応力の強化に向け

て、自動車損害調査サービスセンターとＪＡとの定期的な情報連携を通じた取り

組みの強化を図る必要があります。 
 
○ 九州地区業務センターへの県域を越えた機能集約等を通じて、専門的、より効

率的な事業運営を展開しています。 
県本部と九州地区業務センター間の連携を高めることで、ＪＡ指導・サポート

機能にかかる体制強化を図るとともに、県本部の業務部門における地区担当者制

の導入により出向く体制を構築し、全ＪＡに対しＪＡ支援機能の強化に取り組ん

でいます。 
 

Ⅳ.県域オールＪＡの実現をめざすＪＡグループ福岡の新たな組織再編

戦略 
１．ＪＡグループ福岡における新たな組織再編戦略の推進 
○ 県下 20ＪＡが一つに結集し、中央会・連合会の県域機能をできる限り承継し

た「県域オールＪＡ」の実現を合併構想とし、2022 年 4 月を目途に実現に向け、

改革本部で、今後の進め方、スケジュール、事業戦略の詳細化、実現に向けたロ

ードマップの協議を行いＪＡ、連合会等からの出向者で以下の研究を進めました。 
・合併に関する重要調整事項協議 

・事業戦略に関する調整事項協議 

・リーフレット等での組合員、職員への研究経過説明等 

 しかしながら、研究不参加を表明したＪＡもあり、改革本部で「県域オールＪ

Ａ実現」に向けたスケジュール等の見直しを行うことなり、合併推進本部の設置

には至らず、構想実現には至りませんでした。 
 
○ 令和 2 年度は、次期のＪＡ福岡県大会議案検討に向け、全組合長で構成する「Ｊ

Ａ組織あり方検証委員会」「ＪＡ組織あり方小委員会（生産者、女性部、青年部

の代表等）で協議を重ね次の結論を得ました。 

 ・県域オールＪＡを将来の対応として目指し、研究は継続する。 

 ・県域オールＪＡの実現は、事業・業務の共同化、戦略的合併等の段階を踏んで

進める。 

 ・各ＪＡは、自己改革、持続可能なＪＡ経営基盤の確立・強化の取り組みを進め

るため、20ＪＡ共通の指標を設定する。等 

 構想実現に至らなかった要因についても、次のとおり確認しました。 

 ・前構想である３ＪＡ構想の総括について十分な納得が得られていなかった。 
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 ・組合員への周知が不足していた。 

 ・当初予定に比べ、ＪＡの経営が安定していた。 

 ・財務基盤、収支状況、職員の処遇等のＪＡ間格差が解消されなかった。 等 

 
○ 「県域オールＪＡ実現」を見据えた財務の健全化と収支改善に向けた取り組み

については、24 項目の「高位平準化指標」を設定し、改革本部で進捗状況を確認

しました。しかしながら、令和元年度、令和 2 年度で全項目を達成したＪＡはあ

りませんでした。 
 現在の高位平準化指標では、項目が多岐に渡り、達成すべき指標の優先順位が

分かりにくいことが課題です。 
 

○ 令和 2 年度は、「県域オールＪＡ」の戦略に関するＪＡ域を越えた業務・事業

の共同化について研究・協議を行い、内部監査業務の共同化について、一定の方

向性が決まりました。 

 営農、経済事業部門の施設の共同化等については、既存のＪＡ施設を、他のＪ

Ａの組合員が利用することに対する部会や組合員感情等があり、理解を得るのに

時間がかかるという課題があります。 

 

Ⅴ. ＪＡグループ福岡の結集軸としての新たな県中央会の構築 

１．農協法改正を踏まえた新たな県中央会の構築 
○ ＪＡグループ福岡の総意に基づく新たな県中央会の構築（連合会への移行）に

ついて、農協法改正を踏まえた令和元年 9 月までの新たな県中央会の構築に向け、

中央会会長の諮問機関である「ＪＡ福岡中央会組織変更検討委員会」より、新た

な県中央会の機能（事業）・体制・財政等が答申されました。答申内容を踏まえ設

定した「組織変更計画」については、平成 31 年 3 月開催の第 164 回臨時総会に

て承認され、本会は同年 9 月 30 日をもって非出資の農業協同組合連合会に組織

変更しました。 
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組織変更後のＪＡ福岡中央会の概要 

  組織変更後の中央会 

１．組織形態  
連合会（改正農協法附則で中央会の名称を使用できる組織として措置され

た非出資連合会） 

２．組織の性格 統制的な権限を廃止、会員の意思に基づく自律的な制度に転換 

３．機能 

①代表機能 

組合員・会員の意思結集を行い、ＪＡグループ福岡を代表して共通の意思

を発信する。 

②総合調整機能 

会員および関係機関との連絡・調整を行い、ＪＡグループ福岡の総合力を

発揮する。 

③経営相談・監査（業務監査）機能 

ＪＡの組織・事業・経営に対する課題に対し、協同組合の特質を踏まえ、

ＪＡの創意工夫を支援する経営相談を実施する。 

４．事業 

①会員の組織、事業及び経営に関する相談に応ずること 
②会員の求めに応じて監査を行うこと 
③会員の意見を代表すること 
④会員相互間の総合調整を行うこと 
⑤ ①～④までの事業に附帯する事業 
※財務諸表等監査業務は廃止（会計監査人制度に変更） 
※法的権限に基づく指導の廃止 
※組織変更前と業務内容の変更はありません。 

５．会員 組織変更前の会員を承継（正会員 28 准会員１） 

６．役員 

組織変更時の役員体制は組織変更直前の役員体制を継続 

会長・副会長は総会で選任 

理事会で代表理事を選任（会長 1名を選任） 

７．体制 

組織体制については、関係機関との連携強化や重複した機能の集約化等に

より可能な限り組織のスリム化をはかる。 

要員体制については、重点取組事項に経営資源を集中し、可能な限り要員

数を抑制する。 

８．財政 

機能発揮とそれを支える体制整備に必要な経費は、賦課金を基本とする。 

令和元年度～令和３年度の賦課金と会計監査にかかる監査報酬等の合計額

は、平成 30 年度の一般賦課金・特別賦課金の賦課額を下回るものとする。
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2030 

３ ＪＡグループ福岡 2030 年ビジョン 
 

（１）ビジョン策定の目的 

2022 年ビジョンは、第 40 回大会（2012 年開催）において 10 年後の社会・経済

および農業・農村の環境変化を想定し、ＪＡの役割・使命等を整理することに  

より、今後の進むべき方向性を合わせるとともに、『ＪＡグループ福岡中期方針』

により 3か年毎の到達点を設定し実践していくことを目的に策定しました。 

その後の第 41 回大会（2015 年開催）・第 42 回大会（2018 年開催）の都度、農

業・ＪＡを取り巻く環境の変化を内容に反映して来ました。 

次期の 3か年は 2022 年から 2024 年でありますが、2022 年ビジョン策定時に想

定した期限が到来すること、また、新型コロナウイルス感染症等を含めた環境変

化やＳＤＧｓ等持続可能な社会への関心が高まっていることから、第 43 回大会を 

『持続可能な未来への分岐点』と捉え、昨今の社会・経済、ＪＡグループを    

めぐる情勢ならびにＪＡグループの自己改革等の実践状況を踏まえて 2022 年 

ビジョンを検証し、新たな将来ビジョンを策定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2012 

第 41 回 ～自己改革を通じた さらなる 農業振興と地域への貢献～ 

 
第 42 回 ～協同の力で、さらなる自己改革を実践（不断の改革を推進）し、

食と農・地域を未来につなぐ～ 

第 40 回 ～組合員とともに 次代へつなぐ“基盤”づくり～ 

2015 

2018 

2021 

持
続
可
能
な
く
ら
し
・
農
業
、 

“
ふ
る
さ
と
福
岡
”
の
実
現 

2022 年ビジョン策定

2022年ビジョン見直し

 
第43回 ～実践から浸透へ 自己改革で実現する持続可能な未来へ向けた

      ＪＡの役割発揮～ 

“持続可能な未来への分岐点” 
2030 年ビジョン策定

2030 年ビジョン策定の目的 

2030 年ビジョンは、社会・経済および農業・農村の環境に対する持続可能

な視点から、コロナ禍等の環境変化を想定し、これから概ね 10 年後のＪＡの

役割・使命等を整理することにより、中期方針検討の方向性を明確にする  

ことを目的に策定する。 
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※ ビジョンとＪＡ福岡県大会テーマとの関係 

ＪＡ福岡県大会では、第 40 回大会（2012 年開催）より、メインテーマとサブ

テーマを設定している。 

第40回大会で設定したメインテーマは、「ＪＡグループ福岡 2022年ビジョン」

の趣旨に則した内容で、向こう 10 年間（第 40・41・42 回大会）を通じて使用す

るものとし「持続可能なくらし・農業、“ふるさと福岡”の実現」とした。 

また、サブテーマは、2022 年ビジョンの実現に向けて 3年ごとにＪＡ福岡県大

会で決定される「ＪＡグループ福岡 中期方針」の内容に則したものとし、 

第 40 回大会では、「組合員とともに、次代へつなぐ“基盤”づくり」、 

第 41 回大会では、「自己改革を通じたさらなる農業振興と地域への貢献」、 

第 42 回大会では、「協同の力で、さらなる自己改革を実践（不断の改革を推進）

し、食と農・地域を未来につなぐ」とした。 

なお、新たなビジョンの策定にあたっては、組合員や役職員により浸透するよ

う「ＪＡグループ福岡 2030 年ビジョン」そのものをメインテーマとし、3 年ご

とのＪＡ福岡県大会において、2030 年ビジョンに即して設定される「ＪＡグルー

プ福岡中期方針」に則した内容で、当面 3か年に向けたサブテーマを設定する。 

 
新たな将来ビジョンを策定するにあたっては、ＪＡグループの組合員・役職員

の共通の理念である「ＪＡ綱領」を将来のあるべき姿として、ＪＡグループ福岡

の概ね 10 年後のありたい姿をビジョンとして策定します。 

なお、2022 年ビジョンは、策定時に 10 年後の姿を想定したものであり、到達

目標年次が 3 年ごとに策定する中期方針の目標年次と不一致であったことを踏ま

え、今回の将来ビジョンは、到達目標年次を概ね 10 年後としながらも、ＳＤＧｓ

の目標年次や中期方針との整合性を図り、次々回策定の中期方針の目標年次（2030

年）と合わせるため、2030 年を到達目標年次とし「2030 年ビジョン」とします。 

≪ＪＡ綱領と 2030 年ビジョン等の関係≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
年度方針・計画

中期方針

2030 年ビジョン

ＪＡ綱領

年度末に達成すべき姿 

3 年間で到達すべき姿 

概ね 10 年後のありたい姿

あるべき姿   
上位目標を 

前提に策定 

現在 
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（２）「2022 年ビジョン」の振り返り 

2030 年ビジョンの策定にあたり、第 42 回大会（2018 年開催）時に検証を行った

2022 年ビジョンについて振り返り、これまでの成果と今後の課題を整理すると、 

次のとおり一定の成果は認められるものの、今後の課題も多く残されており、  

これらを 2030 年ビジョンにしっかりと反映させる必要があります。 

 

これまでの成果として、農業面においては、“農”を基軸とした取り組みは、   

組合員・地域から一定の理解を得られており、ＴＡＣ等を通じた担い手の情報を 

共有化する仕組みが構築出来つつあります。 

また、くらしの面では、一部のＪＡにおいて、協同組合の仕組みを学び、次世代

の地域リーダーを育成する「組合員大学」を立ち上げるなど、組合員リーダーの  

育成やＪＡファンづくりを推進し、ＪＡの理念に通じる人づくり、地域に根ざした

ＪＡづくりを後押しています。 

 

一方で、マーケットインの志向で、消費者ニーズを生産に反映する仕組みや課題

解決型の指導体制を強化し、県下ＪＡへの水平展開を行う必要があるといったこと

や、“地域”を基軸とした取り組みについて、まだまだ見える化・周知が足りて   

いないといった課題もあげられます。 

また、アクティブ・メンバーシップについても、事業利用伸長の志向が強く、  

准組合員等に対して、「農業や地域経済の発展を共に支えるパートナー」としての 

意識醸成が不足していることから、さらに、地域社会に対してＪＡの果たす役割・

事業・活動を発信し、共有することが必要であるといった課題があげられます。 

 

加えて、2022 年ビジョンそのものについても、将来像の表現が抽象的である一方

で、果たしている役割の内容が幅広い部分や細かすぎる部分がある等、役職員の 

理解が進んでいないことから、ＪＡの根幹である『農業者』に焦点をあて、『農業

者の所得増大』を基軸として、シンプルで分かりやすい内容で整理することが求め

られています。  
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（３）農業・地域社会・ＪＡをめぐる現状と将来予測等 

① 福岡県人口と将来予測 

○ 福岡県の人口は、2020 年の 509 万人から、2030 年は 14 万人減少（▲3％）、2045

年は 55 万人減少（▲11％）し 455 万人と、2015 年の 510 万人をピークに人口   

減少に転じていると予測されています。【国立社会保障・人口問題研究所「都道

府県別人口推計」より】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 福岡県農業の推移と将来予測 

○ 将来の農業就業人口を推計したところ、2030年の農業就業人口は22,685人で、

2015 年の 45,773 人と比較して 23,080 人減少（▲50%）し、2020 年と比較しても

15,392 人減少（▲40%）すると予測されます。 

また、基幹的農業従事者の平均年齢は、全国は 67.8 歳、福岡県は 66.7 歳とな

っています。【農業センサス 2020 年調査より】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 2015 年の耕作放棄地面積は 6,992ha で、県の経営耕地面積（54,908ha）の約

10%に相当する。特に、土地持ち非農家の有する耕作放棄地が 483ha 増加（＋17%） 

しています。 
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＜福岡県の農業従事者数の推計＞ 
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○ 県内正組合員の 2015 年 4 月時点の平均年齢は 67.2 歳となっており、県内農業

就業人口の平均年齢よりも 2.2 歳高齢化している。また、2020 年 9 月末時点での

正組合員平均年齢は 71.9 歳となっています。 

2020 年 9 月末時点の正組合員年齢構成を見ると、61 歳以上の割合は 81.4%と 

なっている。准組合員のうち 61 歳以上の割合は 60.8%で、平均年齢は 64.3 歳と

なっています。【Fオンデータベースより】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 損益の推移と将来予測 

○ 損益の推移 

令和元年度の事業総利益は約 558 億円、事業管理費は約 513 億円、事業利益は

約 44 億円となっており、10 年前の平成 22 年度と比べて、事業総利益は約 47 億

円減少（対比 92.3%）、事業管理費は約 43 億円減少（対比 92.2%）し、事業利益は

約３億円減少（93.2%）しています。 

事業管理費の内訳をみると、平成22年度と比べて、人件費が約25億円減少 （対

比 93.9%）、施設費が約 17 億円減少（対比 81.0%）しています。この 10 年間は、

経営資源である「ヒト」「モノ」を効率化することで、事業管理費を削減し、事業

利益を確保してきたといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 
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Ｒ１年度実績
Ａ

Ｒ６年度予測
Ｂ

Ｂ－Ａ Ｂ／Ａ

事
業
総
利
益

信用事業 21,282 18,391 ▲ 2,891 86.4%

共済事業 14,266 12,961 ▲ 1,305 90.9%

購買事業 8,530 8,242 ▲ 288 96.6%

販売事業 4,770 4,788 18 100.4%

その他 6,923 6,786 ▲ 137 98.0%

計 55,771 51,168 ▲ 4,604 91.7%

事
業
管
理
費

人件費 37,921 37,070 ▲ 851 97.8%

業務費 4,266 4,282 16 100.4%

諸税負担金 1,742 1,700 ▲ 42 97.6%

施設費
（うち減価償却費以外）

3,710 3,614 ▲ 96 97.4%

施設費
（うち減価償却費）

3,360 3,249 ▲ 112 96.7%

その他事業管理費 325 334 9 102.8%

計 51,323 50,249 ▲ 1,075 97.9%

事業利益 4,448 919 ▲ 3,529 20.7%

○ ＪＡ将来損益シミュレーション 

福岡県 20ＪＡ合計の将来損益シミュレーションでは、令和 6年度事業総利益は

512 億円となり、令和元年度より約 46 億円（対比 91.7%）減少する予測となって

います。特に信用事業では、長期にわたる低金利施策の影響や、近隣金融機関と

の競争激化による貸出金利息の減少で、収益が大きく減少することが予測されて

います。また、事業管理費は令和 6年度に 502 億円となり、令和元年度より約 11

億円（対比 97.9%）減少する予測です。 

事業総利益の減少が事業管理費の減少を大きく上回っており、事業利益が大幅

に減少する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 2030 年ＪＡグループ福岡に対する期待 

2030 年ビジョンの策定にあたっては、その前提として、ＪＡグループ福岡に  

対する期待を整理し、そのうえで、ＪＡが応えられる（貢献できる・貢献すべき）

ものを、将来のビジョンとして描く必要があります。 

そこで、ＪＡグループ福岡に対する期待を、各ステークホルダー（利害関係者）

の立場ごとに整理すると、以下のようなものが考えられます。 

 

先ずは、組合員からの期待としては、農業者の所得向上があげられます。そのた

めには、福岡県農畜産物のブランド力の向上をはじめ、重点市場を中心とした販売 

促進や直販・直売等を含めた販売力を向上する一方で、農業生産コスト（生産資材、

農業機械、各種利用料等）を削減することが求められています。 

また、専門性を持った営農指導員の育成や組合員の利便性を考慮したＪＡ域を 

越えた施設の利用拡大や、最近の度重なる豪雨災害等の経験から、農業政策や災害

（単位：百万円） 
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発生時の対応に関する要請活動の強化も必要とされています。さらには、このよう

なことを可能とするＪＡ経営基盤の確立・強化も重要な期待と想定されます。 

地域・消費者からの期待としては、食に関する消費者との信頼関係の構築が大き

な期待と考えられます。そのためには、食の安全・安心の確保はもとより、適正な  

価格での安定的な食料の供給が不可欠と考えられます。また、ＪＡは地域に開かれ

た組織として、地域のコミュニティに欠かすことのできない、准組合員をはじめ地

域住民の拠り所として、場の提供にも期待されています。 

 

役職員からの期待としては、将来的なＪＡ経営の安定が重要であり、そのための

組合員ニーズを踏まえたＪＡ運営（事業・活動）の展開や県内ＪＡ間での格差の  

解消や処遇の改善等も期待されています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

現状等を踏まえた将来ビジョンの検討方向 

農業・地域社会・ＪＡをめぐる現状及び将来予測からは、人口減をはじめ

農業就業人口の減少や高齢化、耕作放棄地の増加等に加え、正組合員の高齢

化等により、農業・ＪＡをめぐる情勢は今後も厳しい状況が続くと予測され

る。特に、令和 6 年度までのＪＡの将来損益シミュレーションでは、事業総

利益が大きく減少する見通しとなっており、改めて今後のＪＡの事業・活動・

経営のあり方を見直す必要がある。 

また、ＪＡグループ福岡に対する期待としては、組合員からは自己改革の

基本目標である「農業者の所得向上」が最優先であり、そのためＪＡの販売

力向上や生産コストの低減や災害等にも強い農業が、地域・消費者からは、

安全・安心な食料の安定供給や地域コミュニティへの貢献等が、また、役職

員からは、将来的なＪＡ経営の安定等が、それぞれ求められている。 

 

これらを踏まえ、将来ビジョンの検討にあたっては、先ずは組合員に対し

農業者の所得向上や農業生産の拡大の実現、消費者との信頼関係の構築に向

けた理解促進、さらにこれら支えるＪＡ経営基盤の確立等の観点で整理する

必要がある。 
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（４）ＪＡグループ福岡 2030 年ビジョン 

① ＪＡグループ福岡の 2030 年ビジョン 

 

 

 

 

 

【解説】 

ビジョンをより分かりやすくシンプルな内容とするため、『組合員や地域に向け

たメッセージ部分』と『役職員が共有すべきミッション部分』に分けました。 

○ 組合員や地域に向けたメッセージ部分 

『農業を強く、元気に、もっと身近に』 

『農業を強く、元気に』については、第 43 回大会を「持続可能な未来への   

分岐点」と捉え、改めてＪＡの根幹である『農業』に焦点をあて、正組合員に   

対し『農業者の所得増大』を基軸としつつ、『農業者』が農業に未来や希望を   

持てるシンプルで分かりやすい内容としました。 

また、『もっと身近に』については、准組合員や地域に向けて、安全・安心な   

食料の安定供給には、生産者と消費者の信頼関係に基づく持続可能な農業が不可

欠であり、そのために地域の理解を求めていくというメッセージを込めた内容と

しました。 

○ 役職員が共有すべきミッション部分 

『組合員の想いを実現できるＪＡへ』 

誰のために頑張るのかを分かりやすくするため、ＪＡの主役は『組合員』であ

ることを再確認し、『農業者の所得増大』を含めた組合員の心の中にある様々な  

思い・願いである『想い』を実現できるＪＡであるという役職員が共有すべき  

使命を内容としました。 

 

フレーズ キーワード 

農   業 農業協同組合の根幹 

強   く 農業者の所得増大、強い農業、持続的な農業、後継者育成、

交渉力、有利販売、ブランド化、迅速な災害対応、相談対応元 気 に 

身 近 に 
地域に根差した、地域貢献、組合員の利便性、身近な組織、

親しみやすさ、消費者との信頼 

組 合 員 正・准組合員 

想いを実現 
意思反映、対話活動、職員の専門性発揮、持続可能なＪＡ経

営基盤の確立・強化 

農業を強く、元気に、もっと身近に 

    組合員の想いを実現できるＪＡへ 
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② ＪＡグループ福岡が果たしている役割 

ⅰ．『農業者の所得増大』の実現による持続可能な地域農業の確立 

“安全”で“安心”な福岡県産農産物を“安定”して販売・供給するための生

産・出荷体制が構築され、福岡県産農産物ブランドに対する生産者と消費者の信

頼が築かれています。また、高い専門性を持った営農指導員が育成・配置され、

重点市場を中心とした有利販売に加え、直販・直売等による地産地消の仕組みが

確立されています。更にＩＣＴを活用したスマート農業が定着するとともに、Ｊ

Ａ域を越えた施設利用や農業生産コスト（資材・利用料等）の削減等、トータル

コスト低減により農業所得の増大が実現されています。 

 

ⅱ．豊かでくらしやすい地域社会への貢献 

地域社会に根ざした組織として、ＪＡの組織基盤が強化され、アクティブ・メ

ンバーシップの取り組みにより、准組合員や女性の運営参画の機会が広がってい

ます。また、対話活動等を通じて組合員や利用者の声を踏まえ、協同組合間連携

等を活用して、地域に喜ばれるサービス（事業）が提供されています。 

広報分野では、「食」と「農」、「地域」とこれらを支える「ＪＡ」の情報発信

の強化により、組合員や地域住民のＪＡに対する信頼と共感づくりがすすんでい

ます。また、食料安全保障の強化や食料自給率の向上に関する国民・県民の理解

がすすんでいます。加えて、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に即したＪＡの事

業・活動を通じて、持続可能な経済・地域社会づくりへの貢献が広く認知されて

います。 

 

ⅲ．地域農業の確立と地域社会に貢献できる組織・経営体制の確立 

持続可能な地域農業を確立し、豊かでくらしやすい地域社会の実現に貢献する

ため、ＪＡ内における事業の効率化・スリム化や、ＪＡ間での事業・業務の共

同化や合併、連合会を含めた共同事業等により、持続可能な経営基盤（組織・

経営体制）が確立されています。 

また、県域オールＪＡの実現に向けた取り組みが着実に進展しています。 
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4  第43回ＪＡ福岡県大会の基本的

　  考え方と着実な実践に向けて
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４ 第 43 回ＪＡ福岡県大会の基本的考え方と着実な実践に向けて 

（１）第 41 回・42 回大会決議の振り返り 

① 第 41 回ＪＡ福岡県大会決議の概要 
第 41 回ＪＡ福岡県大会（2015 年開催）は、「農協改革」にかかる情勢変化を

踏まえて、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」にかかる領域

を中心とした中期方針（平成 28～30 年度）を策定し、自己改革の着実な実践に

取り組むため、サブテーマを、「自己改革を通じたさらなる農業振興と地域への貢

献」としました。 
 

② 第 42 回ＪＡ福岡県大会決議の概要 
その 3 年後の第 42 回ＪＡ福岡県大会（2018 年開催）は、これまでの自己改革

の取り組み実績と組合員からの評価（成果）、そして今後のさらなる取り組みが問

われる期間（令和元～3 年度）となることから、第 41 回大会の枠組みを引き継ぐ

ものの、単に継続するのではなく、これまでの成果と課題並びに農業生産構造の

急速な変化や地域社会・ＪＡ経営をめぐる環境変化等を踏まえ、3 つの基本目標

に向け取り組むものとし、サブテーマを、「協同の力で、さらなる自己改革を実践

（不断の改革を推進）し、食と農・地域を未来につなぐ」としました。 
 

③ 農協改革集中推進期間と 5 年後検討条項の期限到来 
第 42 回ＪＡ福岡県大会の実践期間中には、令和元年 5 月の農協改革集中推進

期間の期限と令和 3 年 3 月の農協改革の実行状況等の調査期間の期限と 2 回にわ

たって、政府の「農協改革」の議論の節目を迎えました。 
この間のＪＡグループにおける自己改革の取り組み等を踏まえ、政府は、令和

3 年 6 月に「規制改革実施計画」を閣議決定し、農協改革について、ＪＡの自己

改革継続に向けた「自己改革実践サイクル」の構築を明記するとともに、准組合

員の事業利用に一律的な規制は導入しないこととしました。同計画では、ＪＡが

組合員との対話を通じて改革を続けるため、農家所得向上の目標を含む改革の具

体的な方針や准組合員の意思反映と事業利用の方針等を総会で決め、改革を実行、

組合員の評価を踏まえて改善、実行を繰り返す、いわゆるＰＤＣＡサイクルを構

築し、農水省が指導・監督することとされました。 
このような中、本県においては、既に、准組合員の意思反映の取り組み加速化

に加え、各ＪＡにおける総代会等で「自己改革取組宣言」を行うなど取り組みを

すすめています。 
 

④ 組合員意向調査・認定農業者アンケート結果 
平成30年12月から令和元年3月にＪＡグループが実施した「組合員意向調査」

では、自己改革への「期待度」では約 95％が「期待している」、「満足度」では約

90％が「満足している」、「改善度」では約 87％が「改善している」とそれぞれ高
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い評価をいただきました。 
一方、平成 28 年度から令和元年度に実施した農水省によるＪＡ及び認定農業

者等を対象にした農協の自己改革に関するアンケート調査（認定農業者等アンケ

ート）をみると、「担い手との徹底した話し合い」「農産物販売事業の見直し」「生

産資材購買事業の見直し」に関する設問では、依然として認定農業者とＪＡとの

認識の差異が約 50％と乖離がある状況となっており、今後も自己改革の実践を通

じて、評価を高めていく必要があります。 
 

（２）第 43 回ＪＡ福岡県大会の基本的考え方 

① 新たなビジョン（2030 年ビジョン）の策定 
2022 年ビジョンは、第 40 回ＪＡ福岡県大会（2012 年開催）において、10 年

後の社会・経済および農業・農村の環境変化を想定し、ＪＡの役割・使命等を整

理することにより、今後の進むべき方向性を合わせることを目的に策定しました。 
その後の第 41回ＪＡ福岡県大会（2015年開催）・第 42回ＪＡ福岡県大会（2018

年開催）の都度、農業・ＪＡを取り巻く環境の変化を内容に反映して来ました。 
次期の 3 か年は令和 4 年（2022 年）から令和 6 年（2024 年）となり、2022

年ビジョンの期限が到来すること、また、新型コロナウイルス感染症等を含めた

環境変化やＳＤＧｓ等持続可能な社会への関心が高まっていること等から、第

43 回ＪＡ福岡県大会を『持続可能な未来への分岐点』と捉え、昨今の社会・経

済等、ＪＡグループをめぐる情勢ならびにＪＡグループの自己改革の実践状況等

を踏まえ、前述のとおり、新たな将来ビジョン（2030 年ビジョン）を“農業を強

く、元気に、もっと身近に 組合員の想いを実現できるＪＡへ”としました。 
 

② 自己改革の“実践”から“浸透”へ 
次期 3 か年においても、目まぐるしい社会情勢の変化や組合員の多様化・深化

するニーズに対応し、引き続き不断の自己改革を進めていく必要があります。 
そのためには、政府が決定した「規制改革実施計画」も踏まえ、改めて組合員

の声を起点に自己改革に取り組み、組合員との対話活動等を通じて自己改革を伝

え、組合員からの評価を踏まえ次の取り組みにつなげる、といった自己改革のＰ

ＤＣＡサイクルを組織風土として浸透・定着させることが重要となります。 
このようなことを踏まえ、第 43 回ＪＡ福岡県大会（令和 4～6 年度）のサブテ

ーマを、「実践から浸透へ 自己改革で実現する持続可能な未来へ向けたＪＡの

役割発揮」としました。 
また、第 43回ＪＡ福岡県大会にあたって新たに策定した 2030年ビジョンと、

あわせて 2030 年にＪＡグループが果たしている役割を 
（１）『農業者の所得増大』の実現による持続可能な地域農業の確立 
（２）豊かでくらしやすい地域社会への貢献 
（３）地域農業の確立と地域社会に貢献できる組織・経営体制の確立 
の 3 つに整理しました。 
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この 3 つの役割に対応して、当面 3 か年で取り組む事項を決議する第 43 回Ｊ

Ａ福岡県大会の議案（中期方針）としては、 
Ⅰ 食料・農業基盤の確立・強化 
Ⅱ 地域・組織・事業基盤の確立・強化 
Ⅲ ＪＡ経営基盤の確立・強化 

を柱立てするとともに、前回大会決議にもとづく研究・検討を踏まえて、 
Ⅳ ＪＡグループ福岡の組織再編戦略の実現に向けて 

を加えた 4 つの柱立てを行ない、2030 年ビジョンの達成に向けて、各基盤の確

立・強化に取り組むものとします。 
 

加えて、中期方針の策定にあたっては、2030 年ビジョンの達成に向けて何がで

きるのか、何をすべきかといったバックキャスティング（未来の姿から逆算でい

まを考える思考）と、これまでの成果と課題を踏まえ、現状から何をするのかと

いったフォアキャスティング（現状や課題から未来を考える思考）の両面から、

次期 3 か年での取り組み事項を整理しました。 
 

  

≪中期方針策定の考え方≫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

概ね 10 年後の

ありたい姿 

現 在 

バックキャスティング 

フォアキャスティング 

ＪＡグループ福岡 

中期方針 

未 来 

現 状 

2030 年ビジョン
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③ 持続可能な未来へ向けたＪＡの役割発揮 
国連は 2012 年を国際協同組合年、2014 年を国際家族農業年、2019 年から 2028

年を国連「家族農業の 10 年」、さらに 2021 年を国際果実野菜年とし、ユネスコ

は 2016 年、「共通の利益の実現のために協同組合を組織するという思想と実践」

をユネスコ無形文化遺産に登録するなど、世界において、協同組合が果たしてき

た役割は高く評価されています。 
さらに、国連は 2015 年 9 月に「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」を

加盟国の全会一致で採択しました。その中にあるＳＤＧｓ（17 の持続可能な開発

目標と 169 のターゲット）の実現を担う民間セクターの一つとして協同組合は位

置づけられるなど、協同組合のさらなる役割発揮が期待されています。 
協同組合のめざすものや事業・活動は、まさにＳＤＧｓと重なっており、ＪＡ

全中は令和 2 年 5 月にＪＡグループＳＤＧｓ取組方針を策定しました。これを受

けて、本県においては令和 2 年 11 月に取組施策を整理しており、各ＪＡにおい

ては広報誌等に活動内容とあわせて関連するＳＤＧｓのアイコンを表示するなど

取り組みが広がりつつありますが、まだ「点」の段階にあり、今後、優良事例を

横展開するなど取り組みを本格化させて「面」に広げていかなければなりません。 
持続可能な未来に向け、ＪＡグループ福岡は、地域に根ざした協同組合として

の役割を発揮するとともに、ＪＡの事業・活動を通じて、持続可能な経済・社会

づくりのために貢献していることが広く認知されるよう取り組んでいきます。 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

2030 年に向けて世界が合意した 

「持続可能な開発目標」です 
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（３）着実な実践に向けた取り組み 

① ＪＡの実態に即した実践に向けた中期方針の記載 
第 42 回ＪＡ福岡県大会議案（中期方針）では、「目標項目」以下の記載として、

「実践事項」（関係する全ＪＡ・連合会で取り組む事項）に加え、「実行具体策」「具

体的取り組み事項」（ＪＡの地域性等、実態に合わせて取捨選択して取り組む内容）

まで示していました。 
 
これに対し、第 43 回ＪＡ福岡県大会議案（中期方針）は、ＪＡの実態に即した

自己改革の実践に向け、次のような内容としました。 
○ ＪＡグループ福岡の共通の取り組みを基本に、「目標項目」の記載内容を一定

程度集約する 
○ 「実践事項」を、関係する全ＪＡ・連合会において、原則「目標値（到達水準）」

を定めて取り組む事項とする 
○ 各ＪＡでの実態に即した取り組み具体策の検討・策定・実践を前提に、「実践

事項」以下は、大まかな「取り組み内容※」の記載に留め、詳細な「実行具体策」

および「具体的取り組み事項」は記載しない 
○ できる限り目標を明確化（見える化）するため、原則全ての「実践事項」には、

「業績評価指標（ＫＰＩ；Key Performance Indicator）※」とともに、可能な範

囲で「目標値（到達水準）」を設定する 
 
ＪＡでは、年次別・月別等の実行計画書等における各取り組みについて、ここで

提示した「業績評価指標」を基本に、ＪＡの実態に即した「業績評価指標」を設定

するとともに、「目標値（到達水準）」を明示することで、目標を明確化（見える化）

し、中期方針の着実な実践を目指すこととします。 
なお、中期方針で設定した「目標値（到達水準）」に関しては、ＪＡによっては、

既に「目標値（到達水準）」を超えている場合も想定されますが、その場合は必要

に応じてさらに高位の目標値を設定する等により、ＪＡの実態に即した取り組みを

図ることとします。また、連合会独自の取り組みについては、連合会中期計画等の

検討にあたって、目標の明確化を図るものとします。 
※「取り組み内容」；実践事項を具体化した取り組み事項（■；代表的な取り組み例） 
※「業績評価指標（ＫＰＩ）」；実践事項ごとの進捗状況を検証するための指標  

 
② 重点実践事項の設定 

第 42 回ＪＡ福岡県大会議案（中期方針）では、自己改革の着実な実践を図る

ため、基本目標である「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」

に関連する目標項目を “重点実施分野”とし、特に、重点実施事項のうち、自己

改革の最重点課題である「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」に直結する目標

項目を、“最重点分野”として取り組みを強化しました。 
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加えて、自己改革共通目標を設定し、各ＪＡの目標値の積み上げを県全体の目

標値として設定することで、自己改革の実践により達成を目指すものとしました。 
 
第 43 回ＪＡ福岡県大会議案（中期方針）では、ＪＡグループ福岡 2030 年ビジ

ョンの実現に向け、引き続き不断の自己改革の 3 つの基本目標「農業者の所得増

大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」に取り組む必要があることから、『Ⅰ 食

料・農業基盤の確立・強化』『Ⅱ 地域・組織・事業基盤の確立・強化』の中から、

「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」の達成に向けて、今後

３年間で特に重点的に取り組む実践事項を“重点実践事項”に位置づけるものと

します。 
加えて、不断の自己改革の実践とともに、将来にわたって持続可能なＪＡ経営

基盤を確立・強化していく必要があることから、『Ⅲ ＪＡ経営基盤の確立・強化』

の中から、今後 3 年間で特に重点的に取り組む実践事項についても“重点実践事

項”に位置づけるものとします。 
 

③ ＪＡグループ福岡自己改革指標の設定 

今回の中期方針では、全ての「実践事項」に、「業績評価指標（ＫＰＩ）」を明

記するとともに、可能な範囲で「目標値（達成水準）」を設定していることから、

全国段階で設定される共通目標である販売品販売高や組合員数など、自己改革の

実践に向けた共通の目標として、ＪＡグループ福岡“自己改革指標”を設定する

こととします。 
なお、持続可能なＪＡ経営基盤の確立・強化の取り組みとして、“経営基盤強化

指標”を設定することから、“経営基盤強化指標”及び“自己改革指標”にかかる

全ての「目標値（達成水準）」については、改めて、県内全ＪＡの組合長等で構成

される「ＪＡグループ福岡改革推進本部」において協議・決定し、進捗管理を行

うものとします。 
 

④ 組合員との対話を通じた自己改革の実践と進捗管理について 

政府は、6 月に閣議決定した「規制改革実施計画」に、ＪＡが組合員との対話

を通じて改革を継続するため、「自己改革実践サイクル」の構築を明記しました。 
これを受け、ＪＡは、今後も不断の自己改革として中期方針を実践するにあた

り、改めて、組合員と対話を通じてニーズを把握し、必要な取り組みを決定・実

践するとともに、取り組みの成果を組合員に伝え、その評価を把握し、そして、

取り組みのさらなる改善を行うなど、自己改革実践サイクルを軸に、改革を着実

に実践していくこととします。 
加えて、組合員はもちろん、地域住民に対して、成果を「見える化」し、適宜

情報発信を行い、自己改革の浸透を図っていくものとします。 
 

ア 自己改革の実践に向けた具体的目標の設定 
〇 ＪＡグループ福岡中期方針における「実践事項」のＪＡ中期経営計画、事
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業計画への設定 
〇 “経営基盤強化指標”“自己改革指標”をはじめ、「実践事項」にかかる「業

績評価指標（ＫＰＩ）」「目標値（到達水準）」の中期経営計画、事業計画への

設定【全ＪＡ】 
 

イ 自己改革実践サイクルの構築・強化 
〇 組合員の意見を反映するための対話活動の実践【対話実施率 100％】 
・ ＪＡ対話活動方針に基づく、計画的対話活動の実施と事業課題の整理 

〇 組合員の評価と意向を踏まえたＪＡ中期経営計画・事業計画のローリング 
〇 改革本部委員会（ＪＡ）およびＪＡグループ福岡改革推進本部を通じた進

捗管理【組合員の評価と意向を踏まえた改善取り組み】 
 

ウ 自己改革成果の「見える化」、組合員・地域住民に伝える・伝わる情報発信

の強化 
〇 各種媒体を活用した他ＪＡの優良事例の研究と横展開など情報発信力の 

強化 
・ 自ＪＡ、他ＪＡの「所得増大事例」など自己改革取組事例の収集 

〇 組合員、地域住民と対話する場の強化 
・ 支所（店）、事業所等や、ＷＥＢサイト、広報誌、農業新聞など組合員と

対話する接点の整備 
・ 役職員へ、適時、正確な自己改革情報の提供（内部会議やイントラ活用） 

 
【重点実践事項】 

Ⅰ 食料・農業基盤の確立・強化 

重点実践事項 

１．次世代総点検運動による次世代組合員の確保と育成支援 

２．農業者の売上増加に向けた販売の強化・実践 

３．新技術導入による農業生産効率の向上と地域の実態に応じた持続可能な農業振興の

取り組み 

 

Ⅱ 地域・組織・事業基盤の確立・強化 

重点実践事項 

１．正組合員のメンバーシップの強化 

２．准組合員の「食と農」に基づくメンバーシップ強化 

 

Ⅲ  ＪＡ経営基盤の確立・強化 

重点実践事項 

１．ＪＡ事業の「成長戦略」と「効率化戦略」の実践 

２．ＪＡガバナンス・内部統制の確立・実効性向上 
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【組合員との対話活動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＪＡ全中作成 

 

【自己改革の実践イメージ】 

 
資料：ＪＡ全中資料を一部ＪＡ福岡中央会修正 

担い手経営体

中核的担い手

多様な担い手

関係強化先および
意思反映を希望する

准組合員

自己改革の成果（特に販売事業・生産資材
購買事業の具体的な成果）

各種アンケートへの意⾒等をふまえた、 評価
向上に向けた対話

准組合員の位置付け、意思反映・運営参画
の取り組みに関する周知・理解促進

意思反映・運営参画の枠組みや、意思がある
場合の申し出先の周知

属性・ニーズ・関⼼をふまえた、事業の複合利
用、活動参加への誘導

事業・経営等に関する情報発信の強化

手法主な対話内容

・訪問・対面
（座談会等含む）

・可能な限り、訪問・対面

・事業上の訪問機会を活用

した訪問の実施

・訪問・対面
（個別が基本）

・役員による実施

※コロナ禍では、広報誌、ホームページ、SNS等を活用して訪問・対面によらない情報発信・対話を実施

その他の准組合員
 JA・農業への理解促進

意思反映・運営参画の枠組みや、意思がある
場合の申し出先の周知

・訪問・対面のほか広報誌
や資材配布

・事業上の訪問機会を活用

した訪問の実施

中期計画策定年など３年に１回以上を目安として、全ての組合員を対象として、訪問・対面を基本に
アンケート等を活用した対話を実施

全ての組合員

正
組
合
員

准
組
合
員
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5  ＪＡグループ福岡中期方針
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ＪＡグループ福岡 2030 年ビジョン

2030 年ＪＡグループ福岡が果たしている役割

② 豊かでくらしやすい地域社会への貢献

地域社会に根ざした組織として、ＪＡの組織基盤が強化され、

アクティブ・メンバーシップの取り組みにより、准組合員や

女性の運営参画の機会が広がっています。また、対話活動等

を通じて組合員や利用者の声を踏まえ、協同組合間連携等を

活用して、地域に喜ばれるサービス（事業）が提供されてい

ます。

広報分野では、「食」と「農」、「地域」とこれらを支える「Ｊ

Ａ」の情報発信の強化により、組合員や地域住民のＪＡに対

する信頼と共感づくりがすすんでいます。また、食料安全保

障の強化や食料自給率の向上に関する国民・県民の理解がす

すんでいます。加えて、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に

即したＪＡの事業・活動を通じて、持続可能な経済・地域社

会づくりへの貢献が広く認知されています。

めざす姿

① 『農業者の所得増大』の実現による持続可能な地域農業

の確立

“安全”で“安心”な福岡県産農産物を“安定”して販売・

供給するための生産・出荷体制が構築され、福岡県産農産物

ブランドに対する生産者と消費者の信頼が築かれています。

また、高い専門性を持った営農指導員が育成・配置され、重

点市場を中心とした有利販売に加え、直販・直売等による地

産地消の仕組みが確立されています。更にＩＣＴを活用した

スマート農業が定着するとともに、ＪＡ域を越えた施設利用

や農業生産コスト（資材・利用料等）の削減等、トータルコ

スト低減により農業所得の増大が実現されています。

中期方針
不断の自己改革

基本目標

③ 地域農業の確立と地域社会に貢献できる組織・経営体制

の確立

持続可能な地域農業を確立し、豊かでくらしやすい地域社会

の実現に貢献するため、ＪＡ内における事業の効率化・スリ

ム化や、ＪＡ間での事業・業務の共同化や合併、連合会を含

めた共同事業等により、持続可能な経営基盤（組織・経営体

制）が確立されています。

また、県域オールＪＡの実現に向けた取り組みが着実に進展

しています。

中
期
方
針
等
の
実
践
に
よ
り
実
現
を
め
ざ
す

め
ざ
す
姿
を
踏
ま
え
て
中
期
方
針
等
を
策
定

農
業
者

所
得
増
大

農
業
生
産

拡
大

地
域

活
性
化

メインテーマ

サブテーマ

Ⅰ．食料・農業基盤の確立・強化

目標項目１．多様な担い手経営体による地域農業 

維持・発展 

目標項目２．需要に応じた販売の強化とコスト低減

による所得増大 

目標項目３．あらゆる環境に対応できる持続可能な

農業生産の拡大 

農業を強く、元気に、もっと身近に組合員の想いを実現できるＪＡへ 

～ 実践から浸透へ 自己改革で実現する持続可能な未来へ向けたＪＡの役割発揮 ～

ＪＡグループ福岡中期方針 全体図

Ⅳ.ＪＡグ ループ福岡の組織再編戦略の実現に向けて

Ⅱ．地域・組織・事業基盤の確立・強化

目標項目１．組合員の拡大と「アクティブ・メンバーシ

ップ」の確立 

目標項目２．健やかでくらしやすい地域社会への貢献と

ＪＡ総合事業を通じた豊かなくらしの支

援 

目標項目３．「食」「農」「地域」「ＪＡ」「協同組合」に

かかる国民・県民理解の醸成 

Ⅲ．ＪＡ経営基盤の確立・強化

目標項目１．事業部門収支改善による持続可能なＪＡ経営基盤の確立・強化 

目標項目２．ガバナンス・内部統制の確立と経営の健全性確保 

目標項目３．協同組合の価値を創出する人づくり 

目標項目４．中央会・連合会等によるＪＡ総合事業の支援・補完  
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農業を強く、元気に、もっと身近に 組合員の思いを実現できるＪＡへ 
～ 実践から浸透へ 自己改革で実現する持続可能な未来へ向けたＪＡの役割発揮 ～ 

 

 

Ⅰ. 食料・農業基盤の確立・強化 Ⅱ. 地域・組織・事業基盤の確立・強化 

目標項目１．多様な担い手経営体による地域農業維持・発展 

実践事項（１）「次世代総点検運動」による次世代組合員の確保と育成支援 

実践事項（２）出向く活動等を通じた多様な担い手経営体への支援と更なる事業間連携強化 

実践事項（３）営農経済事業における体制構築並びに機能向上・収支改善 

 

目標項目２．需要に応じた販売の強化とコスト低減による所得増大 

実践事項（１）農業者の売上増加に向けた販売の強化・実践 

実践事項（２）多様な消費者・実需者ニーズに応える販売方式の構築 

実践事項（３）物流業界の「２０２４年問題」への対応とコスト低減に対する取り組み 

 

目標項目３．あらゆる環境に対応できる持続可能な農業生産の拡大 

実践事項（１）新技術導入による農業生産効率の向上と地域の実態に応じた持続可能な農業振興の取り組み 

実践事項（２）「みどりの食料システム戦略」などの自然環境に配慮した農業生産およびリスクへの取り組み 

実践事項（３）「食料・農業・農村基本計画」に基づく農業の持続的発展に向けた政策提案 

 

目標項目１．組合員の拡大と「アクティブ・メンバーシップ」の確立 

実践事項（１）正組合員のメンバーシップの強化 

実践事項（２）准組合員の「食と農」に基づくメンバーシップ強化 

実践事項（３）女性・青年の活躍推進と組織活性化 

 

目標項目２．健やかでくらしやすい地域社会への貢献とＪＡ総合事業を通じた豊かなくらしの支援 

実践事項（１）ＪＡ地域密着・くらしの活動の実践による「地域活性化」への貢献 

実践事項（２）健やかに安心して暮らせる地域社会づくりへの貢献 

実践事項（３）生活その他事業の体制整備および収支改善 

 

目標項目３．「食」「農」「地域」「ＪＡ」「協同組合」にかかる国民・県民理解の醸成 

実践事項（１）広報活動の位置づけ明確化、体制強化とＪＡグループ連携による広報力の強化 

実践事項（２）「食・農・地域」と「協同」の重要性を再認識し、ＪＡへの共感・信頼を確立する組織内広報の強化 

実践事項（３) 「食・農・地域を守り育てるＪＡ」への国民・県民による理解にもとづく、ＪＡの共感・信頼を得る対外広報の強化 

実践事項（４）「協同組合」の国民・県民理解醸成に向けた取り組み強化 

Ⅲ. ＪＡ経営基盤の確立・強化 

目標項目１．事業部門収支改善による持続可能なＪＡ経営基盤の確立・強化 

実践事項（１）総合事業体としての機能発揮を図るためのＪＡ経営基盤の確立・強化に向けた施策づくり 

実践事項（２）ＪＡ事業の「成長戦略」と「効率化戦略」の実践 

実践事項（３）持続可能なＪＡ経営基盤の確立・強化に貢献する情報システムの活用 

 

目標項目２．ガバナンス・内部統制の確立と経営の健全性確保 

実践事項（１）ＪＡガバナンス・内部統制の確立・実効性向上 

実践事項（２）ＪＡ経営の健全性確保 

実践事項（３）内部統制の向上と経営の健全性確保に資する適切な経営判断のための情報システムの活用 

 

目標項目３．協同組合の価値を創出する人づくり 

実践事項（１）協同組合の理念を実践する人づくり 

実践事項（２）持続可能な経営基盤を支える人づくり 

 

目標項目４．中央会・連合会等によるＪＡ総合事業の支援・補完 

【中央会・連合会一体となった取り組み】 

実践事項（１）ＪＡ経営基盤の確立・強化に向けた支援 

実践事項（２）ＪＡの健全経営確保に向けた支援 

【信用事業の取り組み】 

実践事項（１）ＪＡバンクならではの総合事業を活かした金融仲介機能の発揮 

実践事項（２）ＪＡ経営基盤強化に向けた信用事業の取り組み支援 

実践事項（３）信用事業を通じたＪＡ事業の創意工夫の発揮 

実践事項（４）取組成果の可視化・発信 

【共済事業の取り組み】 

実践事項（１）新たな生活様式への対応の加速 

実践事項（２）ＪＡ経営基盤強化に向けた共済事業の取り組み支援 

実践事項（３）組合員・利用者に選ばれ続けるためのコンプライアンス態勢の強化 

【経済事業の取り組み】 

実践事項（１）ＪＡの農家対応力の強化・産地づくり・販売力強化・物流合理化・拠点事業の一体運営、受託等の支援 

実践事項（２）ＪＡ経済事業の収支改善に資するメニュー提案・ＪＡと一体となった実践 

【情報センターの取り組み】 

実践事項（１）農業者・利用者のための各種情報システムの活用 

実践事項（２）ＪＡ経営に貢献する情報システムの活用 

実践事項（３）情報システムの安定運用と社会的責任の確保 

実践事項（４）将来に向けた情報戦略の研究・検討・策定 

Ⅳ. ＪＡグループ福岡の組織再編戦略の実現に向けて 
１．ＪＡグループ福岡における組織再編戦略の実現に向けた取り組み （１）「県域オールＪＡ」実現に向けた進め方               （３）「県域オールＪＡ」実現に向けた中央会・連合会等の支援 

（２）「県域オールＪＡ」実現に向けた目標指標達成の取り組み 

※ 下線付斜体太文字：「重点実践事項」 
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我が国の農業は、輸入農産物の増加による価格の低迷、農業就業人口の減少と農業

従事者の高齢化に伴う担い手の不足等による生産基盤の脆弱化、また、新型コロナウ

イルス感染症は社会・経済に深刻な影響を与え、農業分野においても需要の減少や価

格の下落など、先行きが不透明な状況となっています。 

こうしたなか、ＪＡグループ福岡においては、前回大会に引き続き「農業者の所得

増大」と「農業生産の拡大」に向けて、不断の自己改革をすすめ、関係機関との連携

を一層強化し、持続可能な地域農業の確立に取り組むことが必要です。 

そのために、まずは農業就業人口減少と農業従事者の高齢化を踏まえ、生産基盤の

強化に向け、新規就農者の確保・育成に取り組みます。また、多様な担い手に出向き、

対話を通じた農業経営相談や労働力支援、農作業受託・スマート農業の導入等による

農作業軽減支援に取り組むとともに、デジタル化の進展もふまえ、営農経済事業の体

制を強化し、ＩＣＴを活用した農業生産性向上と営農指導の高度化をはかります。さ

らに、消費者・実需者のニーズを的確にとらえた販売強化、輸出やｅコマース等の新

たな販路拡大に取り組むとともに、「みどりの食料システム戦略」を踏まえ環境負荷の

軽減に配慮した安全安心な農業生産を目指しながら、ＪＡグループ福岡一体となった

トータルコスト低減を実現し「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」をはかります。 

あわせて「食料・農業・農村基本計画」に基づく農業の持続的発展に向けた政策の

確立に向け、農業者・地域住民の声を国・地方の農業政策への反映を目指します。 

これらの営農経済事業の強化に向けた方針を確実に実践するため、各ＪＡが目標を

定め計画的に取り組むとともに、中央会・連合会は、ＪＡの取り組みに対して連携し

て支援し、地域農業の振興を補完する機能発揮に努めます。 

このようなことを踏まえ、自己改革の基本目標である「農業者の所得増大」「農業生

産の拡大」の実現に向けた食料・農業基盤の確立・強化について提案します。 

Ⅰ．食料・農業基盤の確立・強化 

ⅰ．『農業者の所得増大』の実現による持続可能な地域農業の確立 

“安全”で“安心”な福岡県産農産物を“安定”して販売・供給するための生産・

出荷体制が構築され、福岡県産農産物ブランドに対する生産者と消費者の信頼が築か

れています。また、高い専門性を持った営農指導員が育成・配置され、重点市場を中

心とした有利販売に加え、直販・直売等による地産地消の仕組みが確立されています。

更にＩＣＴを活用したスマート農業が定着するとともに、ＪＡ域を越えた施設利用や

農業生産コスト（資材・利用料等）の削減等、トータルコスト低減により農業所得の

増大が実現されています。 

 

 

 

提案趣旨 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2030 年ＪＡグループが果たしている役割 
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＜取り組みの基本方向＞ 

ＪＡグループ福岡は、地域農業の高齢化・後継者不足等の問題を解決すべく実質化さ

れた「人・農地プラン」と連携した「次世代総点検運動」を実施し、新規就農者の確保・

育成に取り組みます。 
また、担い手経営体や未利用・低利用経営体へ出向き、ニーズに対応した対策・関係

強化を図るとともに、個人・法人経営体に対して農業経営に関する相談に対応すること

で所得増大の支援に努めます。 
このような基本方向を進めていくうえで不可欠な営農指導員やＴＡＣ等の体制強化に

取り組むとともに、営農経済事業の収支改善を図ります。 

目標項目１．多様な担い手経営体による地域農業維持・発展 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

実践事項 
取り組み内容 

(■；代表的な取り組み例) 
業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（１）「次世代総点検

運動」による次世

代組合員の確保

と育成支援 

【重点実践事項】 

① 実質化された「人・農地プラン」と

連携した「次世代総点検運動」の実

践 

■品目別作付面積、生産者数、年齢

構成等の総点検を実施・把握 

 

② 行政等の関係機関と連携した新規

就農者対策の強化・実践 

■新規就農者支援パッケージ（募

集・研修・就農）の確立と実践 

■新規就農者定着に向けた経営資源

の情報提供や農地・施設等確保支援

■農業系学校法人と連携した新規就

農者の確保 

 

③ 農業経営承継による担い手の確

保・育成支援 

■新卒、Ｕターン、定年就農等の後

継者に対する事業承継支援 

■新規就農者による第三者承継支援

 

 

 

 

次世代総点検 

実施数 

 

 

 

 

新規就農者数 

 

新規就農者フォ

ローアップ件数 

 

 

 

 

 

 

事業承継件数 

 

 

 

（ＪＡごと

に目標設定）
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【次世代総点検運動のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【新規就農者支援パッケージのイメージ】 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
【事業承継の進め方イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：JA 全中作成 

資料：JA 全中作成 

住宅、農地・空ハウス、中古農機具等の 

経営資源の情報⼀元化 

資料：JA 全中作成 
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実践事項 
取り組み内容 

(■；代表的な取り組み例) 
業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（２）出向く活動等を

通じた多様な担

い手経営体への

支援と更なる事

業間連携強化 

 

① 担い手経営体や未利用・低利用経営

体との関係強化と更なる事業間連携

強化 

■出向く先をセグメントし、事業間

で役割を明確化する等、更なる連携

強化 

■担い手経営体のニーズに応じた事

業間連携による対応強化 

■未利用・低利用経営体へのアプロ

ーチと関係強化 

 

② 個別面談等を通じた農業経営管理

支援強化による農業者の所得増大支

援 

■生産販売実績や青色申告情報等、

システムを活用した経営改善策の

提案および実践支援 

■農業経営管理支援担当の体制強化

と人材育成および部門内外との連

携強化 

 

③ 集落営農法人に対する法人経営や

運営体制に係る支援 

■市町村等の関係機関と連携した検

討会の設置 

■優良事例の情報収集と情報提供 

■集落営農法人に対する経営改善策

の提案および実践支援 

 

 

新規利用件数 

利用拡大件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＪＡごと

に目標設定）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

【出向く活動全体イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【農業経営管理支援イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：JA 全中作成 

資料：JA 全中作成 
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【出向く活動全体イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【農業経営管理支援イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：JA 全中作成 

資料：JA 全中作成 
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実践事項 
取り組み内容 

(■；代表的な取り組み例) 
業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（３）営農経済事業に

おける体制構築

並 び に 機 能 向

上・収支改善 

 

① 営農指導員育成指針に基づく中長

期的な営農指導員育成計画策定と専

門性の高い人材育成・確保 

■栽培技術・生産資材・農家経営管

理指導等の専門性が高い人材育成

計画の策定 

■専門性が高い必要な資格取得を奨

励と特殊業務への位置付けを前提

とした人材育成 

■日本農業技術検定２級の合格率向

上による中級・上級営農指導員の確

保 

■営農技術向上のため普及センター

等の関係機関との連携 

 

② 営農経済事業の収支改善に向けた

検討会の設置と取り組み実践 

■農作業受託等新たな収益確保に向

けた成長戦略の検討・実践 

■費用削減に向けた費用詳細の見え

る化と効率化戦略の検討・実践 

■施設共同利用等ＪＡ域を越えた連

携の取り組みの検討・実践 

■中央会・連合会の『持続可能なＪ

Ａ経営基盤の確立・強化』に向けた

個別支援メニューの活用による収

支改善戦略の検討・実践 

 

③ 営農指導事業の高度化に向けた検

討 

■普及センター等との連携や巡回指

導等による農業生産支援の高度化

に向けた栽培地や指導情報の蓄

積・利活用に対応した体制強化 

■近隣ＪＡとの営農指導事業高度化

に係る検討会の設置 

 

 

日本農業技術検

定 2 級合格率 

（又は取得者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営農経済事業 

利益 

 

 

合格率 25% 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

【営農指導員育成指針に基づく育成イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補足説明 

※1 普及指導員は「普及指導員資格試験（平成 17 年度以降）」での合格が必要 

※2 「学科試験」の合格をもって要件を満たす（「実技試験」合格は要件としない） 

※3 販売士 2 級に合格し、教育センターの認証を受ける必要がある 

 
 
【指導情報の蓄積・利活用に対応した体制イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：JA 福岡中央会作成 

資料：JA 福岡中央会作成 
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【営農指導員育成指針に基づく育成イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補足説明 

※1 普及指導員は「普及指導員資格試験（平成 17 年度以降）」での合格が必要 

※2 「学科試験」の合格をもって要件を満たす（「実技試験」合格は要件としない） 

※3 販売士 2 級に合格し、教育センターの認証を受ける必要がある 

 
 
【指導情報の蓄積・利活用に対応した体制イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：JA 福岡中央会作成 

資料：JA 福岡中央会作成 
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＜取り組みの基本方向＞ 

ＪＡグループ福岡は、農業者の所得増大を念頭に需要に応じた販売の強化・実践や多

様な消費者・実需者ニーズに応える販売方式の構築およびトータルコスト低減、生産と

消費をつなぐ交流拠点としての農産物直売所の機能発揮に取り組みます。 
米・麦・大豆については、需要に応じた生産の徹底、青果（野菜・果樹）・花きについ

ては、地域性をふまえた収益性・市場性の高い品目や品種の生産・販売、畜産・酪農に

ついては、飼料用米・ＷＣＳ等国産飼料の利用拡大や耕畜連携による堆肥の活用拡大を

目指します。 

目標項目２．需要に応じた販売の強化とコスト低減による所得増大 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

実践事項 
取り組み内容 

(■；代表的な取り組み例) 
業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（１）農業者の売上増

加に向けた販売

の強化・実践 

【重点実践事項】 

① 実需者ニーズに対応した農産物へ

の誘導や販売戦略の実践 

■需要のある農産物への作付提案・

誘導 

■地域特性や収益性を考慮した品種

の提案 

■加工メーカー等への原料供給体制

の構築 

 

② 有利販売体制の強化に向けた集荷

および販売ロットの拡大 

■集荷数量の拡大に向けた販売の強

化 

■ＪＡ域を越えた集出荷施設および

県域・広域施設の共同利用の促進 

■戦略的な出荷市場の最適化と共同

販売体制の構築 

 

③ 福岡県産農産物のブランドを活か

したＰＲ活動の充実 

■関係機関との連携による販促活動

の実施 

■テレビ、新聞雑誌等の広告媒体や

インターネット等の活用およびキ

ャンペーン活動 

 

販売品販売高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＪＡごと

に目標設定）

 

 

 

  

 

【園芸品目における施設の共同利用から共同販売のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「福岡県農林水産物ブランド化推進協議会」の取り組み】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：JA 福岡中央会作成 

資料：JA 福岡中央会作成 
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【園芸品目における施設の共同利用から共同販売のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「福岡県農林水産物ブランド化推進協議会」の取り組み】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：JA 福岡中央会作成 

資料：JA 福岡中央会作成 
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実践事項 
取り組み内容 

(■；代表的な取り組み例) 
業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（２）多様な消費者・

実需者ニーズに

応える販売方式

の構築 

① 農産物直売所の機能強化 

■直売所連絡協議会を通じた運営の

強化 

■直売所を核とした生産者と消費者

の交流による地産地消の促進 

 

② 海外需要に対応した県産農産物の

輸出拡大に関する取り組み 

■九州農産物通商株式会社等、関係

機関と連携した販路の拡大・開拓 

■各国の輸入規制に適応した農産物

の品目・産地づくり 

 

③ インターネットサイト等を活用し

た販売チャネルの拡大 

■e コマースを通じた販売によるイ

ンターネット市場での販売強化 

■行政と連携したふるさと納税返礼

品への対応 

 

来店客数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eコマース販売高 

 

 

（ＪＡごと

に目標設定）

 
  

 

【ファーマーズマーケットを通じた地産地消の促進イメージ】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【インターネットサイトを活用した販売チャネルの拡大イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：JA 福岡中央会作成 

資料：JA 全中作成 
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【ファーマーズマーケットを通じた地産地消の促進イメージ】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【インターネットサイトを活用した販売チャネルの拡大イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：JA 福岡中央会作成 

資料：JA 全中作成 
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実践事項 
取り組み内容 

(■；代表的な取り組み例) 
業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（３）物流業界の「２

０２４年問題」へ

の対応とコスト

低減に対する取

り組み 

① 新たな物流体制の構築による「物流

業界の２０２４年問題」への対応 

■ストックポイントを活用したＪＡ

間共同輸送体制の確立 

■モーダルシフトの取り組みによる

最適な輸送体制の構築 

■新たな輸送体制に適した段ボール

等出荷資材規格の検討 

 

② 生産・出荷資材におけるコスト低減

に向けた取り組み 

■肥料・農薬などの銘柄集約や生

産・出荷資材の共同購入 

■資材の担い手直送規格や予約購買

等の取り組み拡大 

 

③ 農機・施設におけるコスト低減に向

けた取り組み 

■生産者の声を反映した機能限定農

機の導入や中古農機の流通促進 

■農機の点検・整備等のアフターサ

ービス充実による維持費用の抑制 

■農業施設等への投資節約に向けた

離農者所有の農業施設や設備の再

利用に関する研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集中購買 

供給高 

 

担い手直送 

供給高 

 

 

農機供給高 

 

点検整備台数 

 

（ＪＡごと

に目標設定）

 
  

 

【物流業界における２０２４年問題および物流体制構築のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資材関連集約のイメージ】 

（肥料農薬）               （出荷資材） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：JA 福岡中央会作成 

資料：JA 全農ふくれん作成 

資料：JA 福岡中央会作成 
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【物流業界における２０２４年問題および物流体制構築のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資材関連集約のイメージ】 

（肥料農薬）               （出荷資材） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：JA 福岡中央会作成 

資料：JA 全農ふくれん作成 

資料：JA 福岡中央会作成 
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＜取り組みの基本方向＞ 

ＪＡグループ福岡は、農業生産の拡大に向けて、スマート農業などのデジタル化によ

る農業の高度化と農作業の外部委託等による労働力不足解消に取り組みます。また、「み

どりの食料システム戦略」に即した取り組みが求められており、福岡県で定められた「ワ

ンヘルス推進基本条例」とも連携しながら、自然環境に配慮した持続可能な農業生産を

目指します。 
食料自給率の向上と食料安全保障の確立に向けた農政活動を強化し、「食料・農業・農

村基本計画」および共通的な農業施策への意思反映をはかります。 

目標項目３．あらゆる環境に対応できる持続可能な農業生産の拡大 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

実践事項 
取り組み内容 

(■；代表的な取り組み例) 
業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準) 

（１）新技術導入による

農業生産効率の向上

と地域の実態に応じ

た持続可能な農業振

興の取り組み 

【重点実践事項】 

① 中長期的な視点に基づいた地域農業

振興計画の策定・実践 

 

② 農作業の効率化、農業生産性の向上に

向けたデジタル化への取り組み 

■ロボット技術やＩＣＴを活用したス

マート農業による農作業の省力化 

■実証圃場の映像を活用した栽培情報、

生育データの分析による品質と収量

の向上 

■病害虫の発生状況等、有益な情報発信

による農業生産性の向上 

 

③ 労働力不足に対応する短期・周年での

雇用支援体制による取り組み 

■職業紹介事業、求人ＷＥＢサイト等の

活用による多様な労働力の確保 

■ＪＡ役職員等のダブルワークを活用

した労働力支援に向けた研究 

 

④ 農業労働の軽減に向けた農作業支援

の取り組み 

■ＪＡによる作業受託やパッケージセ

ンター等の利活用促進 

■パートナー企業との連携による労働

力支援 

■農福連携等による労働力支援 

 

⑤ 地域と担い手のニーズに応じた農地

の集積・集約の取り組み 

■農地の流動化、担い手への農地集積を

通じた優良農地維持確保 

■関係機関と連携した基盤整備（大区画

化など）・集積化の推進 

 

 

 

スマート

農業導入

件数 

 

 

 

 

 

 

 

派遣件数 

 

 

 

 

 

 

利用者件

数・取扱数

量 

 

 

 

 

 

 

（ＪＡごとに

目標設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Z-GIS・ザルビオを利用したデジタル化のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【ザルビオの使用のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：JA 全農作成 

資料：JA 全農作成 
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【Z-GIS・ザルビオを利用したデジタル化のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【ザルビオの使用のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：JA 全農作成 

資料：JA 全農作成 
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実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準) 

（２）「みどりの食料シス

テム戦略」などの自

然環境に配慮した農

業生産およびリスク

への取り組み 

 

① 土壌診断に基づく土づくりの実践に

よる高品質・単収向上の取り組み 

■土壌診断に基づいた土づくりの実践 

■稲わら・麦わらのすき込み、堆肥等を

活用した資源循環型農業の実践 

 

② 安全・安心な農産物生産の取り組みと

自然環境や労働安全等に配慮した農業

の実践 

■生産履歴管理の完全実施に向けた取

り組み 

■県ＧＡＰ等の普及に向けた取り組み

強化 

 

③ 鳥獣害被害の削減に向け行政や関係

組織と連携した取り組み 

■地域活動隊の組織化や狩猟免許取得

促進支援の取り組み 

 

④ 気象変動への対応と自然災害などの

リスクへの取り組み 

■新品種・新技術の導入や災害に耐えう

る農地の強靭化対策等の取り組み 

 

⑤ 農家の経営安定に資する活動の実践 

■農業者の経営上のリスクを点検する

ための農業リスク診断の実施 

■農業リスク診断の結果を受けた保

障・サービスの提供 

■農作業安全対策および農業労災加入

支援 

 

 

土壌診断

実施件数 

 

 

 

 

生産履歴

記帳率 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業リス

ク診断実

施数 

 

 

 

（ＪＡごとに

目標設定）

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

【土壌診断に基づく土づくりのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農家の経営安定に資する活動の実践イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：JA 共済連作成 

資料：農林水産省作成 
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【土壌診断に基づく土づくりのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農家の経営安定に資する活動の実践イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：JA 共済連作成 

資料：農林水産省作成 
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実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（３）「食料・農業・農村

基本計画」に基づく

農業の持続的発展に

向けた政策提案 

① 食料自給率の向上と農業・農村の重要

性についての国民的合意を図る取り組

みの実施 

■農業の理解を深めるセミナー等の開

催 

■「みどりの食料システム戦略」の理解

促進 

■食の安全・安心（遺伝子組み換え、ゲ

ノム編集、種子法の廃止、畜安法の改

正等）への意識喚起 

 

② 地域農業の課題を解決するための要請

活動の実施 

■国会議員、首長、県市町村議会等への

要請 

■経営所得安定対策や収入保険制度等

の充実・強化 

 

③ 災害に耐えうる農地の強靭化対策等、

農業生産基盤の確立と被災した場合の

復興支援の実施 

■地上げ、擁壁、排水対策の整備・強化

■再生産に必要な資材の調達・確保 

■経営再建に向けた資金の融通ならび

に共済金の早期支払い 

 

 

－ － 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【食料・農業・農村基本計画のイメージ】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【みどりの食料システム戦略のポイント】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：農水省作成 

資料：ＪＡ福岡中央会作成 

【2050 年までの数値目標】 

★農林水産業の二酸化炭素排出量実質ゼロ 

★有機農業を全農地の 25%（100 万 ha）に拡大 

★化学農薬の使用量半減 

★化学肥料の使用量 3 割減 

★化石燃料を使わない園芸施設に完全移行 

【狙  い】 

★温暖化対策を含む農業の環境負荷の低減 

★生産基準の弱体化を受けた生産性の向上 

【今  後】 

★政府全体の方針、22 年度以降の予算に反映 

★国連食料システムサミットなどでルール作りに参画 

★工程表、補助金の要件化を通じた普及、国民理解の促進 
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【食料・農業・農村基本計画のイメージ】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【みどりの食料システム戦略のポイント】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：農水省作成 

資料：ＪＡ福岡中央会作成 

【2050 年までの数値目標】 

★農林水産業の二酸化炭素排出量実質ゼロ 

★有機農業を全農地の 25%（100 万 ha）に拡大 

★化学農薬の使用量半減 

★化学肥料の使用量 3 割減 

★化石燃料を使わない園芸施設に完全移行 

【狙  い】 

★温暖化対策を含む農業の環境負荷の低減 

★生産基準の弱体化を受けた生産性の向上 

【今  後】 

★政府全体の方針、22 年度以降の予算に反映 

★国連食料システムサミットなどでルール作りに参画 

★工程表、補助金の要件化を通じた普及、国民理解の促進 
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ＪＡは、自主・自立の協同組合として、組合員の参加と連帯を基本とし、協同の力

で、地域農業と豊かでくらしやすい地域社会の実現に貢献してきました。しかしなが

ら、正組合員の高齢化と減少、准組合員の増加等、組合員構成の多様化がすすむ中、

運営参画機会に乏しい組合員の増加等により、組合員の顧客化や「わがＪＡ意識」の

低下が課題となり、ＪＡの組織基盤を懸念する声が高まっています。 

このため、ＪＡは、正・准組合員のアクティブ・メンバーシップの取り組み強化が

必要です。特に、本格的な世代交代を迎える中、次世代組合員のリーダー育成に向け

た組合員大学の設置等による協同組合理念の共有は喫緊の課題となっています。 

准組合員については、「地域農業の応援団」として、全てのＪＡにおいて位置づけを

明確化していることから、「食と農」や「地産地消」等の活動参加者の裾野を広げてい

くとともに、政府の「規制改革推進会議」の意見等を踏まえ、意思反映や運営参画に

関する方針の明確化と実践が求められています。 

一方、地域においては、コロナ禍による生活様式の変化やデジタル化の普及、自然

災害の頻発、ＳＤＧｓをはじめとした持続可能な社会実現への要請の強まり等、時代

の転換期にあります。その中で、ＪＡ地域密着・くらしの活動については、組合員の

ニーズに応じた活動展開とともに、地域運営組織（ＲＭＯ）や地方公共団体等と連携

し、総合事業や活動を通じて、地域課題の解決に取り組むことが求められます。 

また、広報活動については、経営戦略の重要な柱と位置づけて広報体制を強化した

上で、組合員が「協同」の重要性を再確認するための組織内広報と、「食・農業・地域」

やそれを支えている「ＪＡ」をアピールする対外広報の強化が必要です。 

このような取り組みに加え、他の協同組合との連携等を通じて、ＪＡの事業・活動

がＳＤＧｓに即したものであることを情報発信する等、地域・組織・事業基盤の確立・

強化について提案します。 

Ⅱ．地域・組織・事業基盤の確立・強化 

ⅱ．豊かでくらしやすい地域社会への貢献 

地域社会に根ざした組織として、ＪＡの組織基盤が強化され、アクティブ・メンバ

ーシップの取り組みにより、准組合員や女性の運営参画の機会が広がっています。ま

た、対話活動等を通じて組合員や利用者の声を踏まえ、協同組合間連携等を活用して、

地域に喜ばれるサービス（事業）が提供されています。 

広報分野では、「食」と「農」、「地域」とこれらを支える「ＪＡ」の情報発信の強化

により、組合員や地域住民のＪＡに対する信頼と共感づくりがすすんでいます。また、

食料安全保障の強化や食料自給率の向上に関する国民・県民の理解がすすんでいます。

加えて、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に即したＪＡの事業・活動を通じて、持続

可能な経済・地域社会づくりへの貢献が広く認知されています。 

 

 

 

提案趣旨 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2030 年ＪＡグループが果たしている役割 
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＜取り組みの基本方向＞ 

ＪＡは、「組合員との対話活動」を継続・拡充し、組合員の声に基づいた組織・事業運

営に取り組みます。また、組合員加入促進とともにすべての正・准組合員の多様な類型

に応じたメンバーシップ強化に取り組みます。特に、本格的な世代交代を迎えることか

ら、次世代組合員リーダー育成に向けた協同組合講座や組合員大学の設置による協同組

合理念の共有等をすすめます。准組合員については、ＪＡグループ福岡「食と農の応援

団（食・農ラ部！）」の取り組みを通じた体系的な食農教育活動等により、正・准組合員

が学び合う機会を創出し、更には、意思反映・運営参画の取り組み方針の策定・実践に

より、組合員の拡大とメンバーシップの確立を目指します。 

目標項目１．組合員の拡大と「アクティブ・メンバーシップ」の確立 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（１）正組合員のメン

バーシップの強

化 

【重点実践事項】 

 

① 「組合員との対話活動」等の継続・

拡充 

 ■組合員実態とニーズの把握 

■訪問、対面、非対面含む対話活動

 

② 組合員の多様な類型に対応したメ

ンバーシップ取組み方針の策定・見

直し・実践 

 

③ 正組合員のメンバーシップ強化 

■ＪＡ女性組織メンバー・青（壮）

年部盟友の正組合員化 

■直売所出荷者、新規就農者の加入

促進 

■相続総合相談活動の充実 

 

④ 理念共有と次世代組合員リーダー

育成 

■地域農業やＪＡの農業振興にかか

る加入時説明 

■協同組合講座、組合員大学の設置

 ■総代研修会の開催 

 ■「家の光」「地上」等を活用した

協同組合理解促進 

 

⑤ 正組合員の「意思反映」「運営参画」

の拡充 

■ＪＡ地域密着・くらしの活動によ

る組合員組織の活性化 

■支店運営委員会等の整備 

■女性組織や青（壮）年部の意思反

映強化 

■集落単位の基礎組織（農事・実行

組合）等組合員組織の見直し検討 

組合員数 

 

 

新規正組合員 

加入者数 

 

 

協同組合講座、組

合員大学、総代研

修会参加者数 

 

 

支店運営委員会

等設置支店数 

（ＪＡごと

に目標設定）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全支店 

【組合員のアクティブ・メンバーシップ（全体イメージ図）】 

 
※資料：ＪＡグループ福岡「アクティブ・メンバーシップ促進方針」資料より 

 
 
 
 
 
 

【協同組合講座の実践事例(ＪＡ福岡市 協同組合講座令和元年度カリキュラム)】 
目的：組合員教育事業の一環として、協同組合講座を開催し、組合員に協同組合の目的や役割及びくらしに役

立つ情報などを提供することにより、将来の地域・農業を担い得るリーダーを育成する。 

 

【アクティブ・メンバーシップの定義】   組合員が積極的に組合の事業を利⽤し、活動に参加すること。 
JA においては、組合員が地域農業や協同組合の理念を理解し、「わが JA」意識を持ち、積極的に事業
利⽤・活動参加・意思反映・運営参画に取り組むこと。 

資料：JA 福岡市提供資料より 
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【組合員のアクティブ・メンバーシップ（全体イメージ図）】 

 
※資料：ＪＡグループ福岡「アクティブ・メンバーシップ促進方針」資料より 

 
 
 
 
 
 

【協同組合講座の実践事例(ＪＡ福岡市 協同組合講座令和元年度カリキュラム)】 
目的：組合員教育事業の一環として、協同組合講座を開催し、組合員に協同組合の目的や役割及びくらしに役

立つ情報などを提供することにより、将来の地域・農業を担い得るリーダーを育成する。 

 

【アクティブ・メンバーシップの定義】   組合員が積極的に組合の事業を利⽤し、活動に参加すること。 
JA においては、組合員が地域農業や協同組合の理念を理解し、「わが JA」意識を持ち、積極的に事業
利⽤・活動参加・意思反映・運営参画に取り組むこと。 

資料：JA 福岡市提供資料より 
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実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（２）准組合員の 
「食と農」に基づ

くメンバーシップ

強化 
【重点実践事項】 

① ＪＡグループ福岡「食と農の応援団

（食・農ラ部！）」活動を通じたＪ

Ａ・地域農業への理解促進と支援者

づくり 

■准組合員を含む地域住民への幅広

い食農教育の展開 

■農業塾、援農、地産地消の取り組

み等を通じた准組合員を含む地域

住民との接点づくり 

■ＪＡの地域農業振興等への理解・

賛同促進 

■イベント・セミナー等の活動を通

じた組合員加入・組織活動参加促進

■「食・農ティーチャー」登録制度

等の活動支援体制づくり 

 

② 准組合員の「意思反映」「運営参画」

等のしくみの明確化 

■准組合員の意思反映・運営参画に

関する取り組み方針の策定・実践 

■支店運営委員会の委員としての参

画や構成メンバー等の見直し 

■女性組織・フレッシュミズ組織活

動への参加促進 

■直売所利用者懇談会、モニター制

度、准組合員懇談会、利用者組織（年

金友の会）の会合への参加、訪問活

動等  

 

准組合員数 

 

 

 

准組合員対象 

とした利用者懇

談会、モニター制

度などへの参加

者数 

 

 

 

 

 

前年度以上 

 

 

 

（ＪＡごと

に目標設定）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【JA グループ福岡「食と農の応援団（食・農ラ部︕）」の定義】   
ＪＡが⾏うさまざまな食農教育活動を、「食と農の応援団（食・農ラ部︕）」として共通のタイトルを付け、 

ＪＡグループ福岡全体の取り組みとして統一感を持たせ、生産者と消費者が一緒になって、将来にわたり福
岡県の農業を支えていくことを目指す運動を言う。 

【食・農ティーチャーの定義】    
農業体験や農産加工体験を通して、食と農を結ぶ活動（みそづくり指導や料理指導、⽶づくり、農作業

等）を指導・実践支援する組合員組織等を指している。「食と農の先生」等と呼ばれる。 
本県では、みそづくり体験指導グループ「まめひめ」や消費者交流や食農教育指導を⾏うグループ「あぐりくら

ぶ」など、９ＪＡ１２団体２７２名（元年度末）が、ＪＡにて登録されている。

― 74 ―



【ＪＡグループ福岡「食と農の応援団（食・農ラ部！）」 概念図】 

 
 
 
【准組合員の意思反映等の取り組み事例】 

 
 

資料：ＪＡ福岡中央会作成 

資料：JA 全中資料（神奈川県・JA さがみ） 
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実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（３）女性・青年の活

躍推進と組織活

性化 

 

① 女性の活躍推進と組織活性化 

■第５次男女共同参画基本計画に

基づいたＪＡ運営参画目標の達成

■目標の段階的早期達成 

■組合員に対する意識啓発 

■ＪＡ女性組織仲間づくり運動の

継続 

■フレッシュミズ組織等の設置・活

性化 

■女性組織のアピール活動の展開 

 

② 青年の活躍推進と組織活性化 

■若手農業者の加入促進と次世代

青年リーダーの育成 

■ポリシーブックの作成と活用（Ｊ

Ａ事業、国・県政策等への反映）

 

③ 女性・青年組織事務局の育成 

 ■担当事務局研修会への参加 

■ファシリテーター研修会への参加

 

女性理事割合 

 

 

女性正組合員割

合 

 

女性総代割合 

15％以上 

 

 

30％以上 

 

 

15％以上 
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【本県における女性のＪＡ運営参画３目標の達成状況】 

３目標 数値目標 実績 達成ＪＡ数 

女性理事割合 １５％以上 １０．０％ ３ＪＡ（15％） 

女性正組合員割合 ３０％以上 ２７．０％ ５ＪＡ（25％） 

女性総代割合 １５％以上 １４．８％ ８ＪＡ（40％） 

(参考)主要３目標 全て達成 ０ なし 

 

 

 
 
【第５次男女共同参画基本計画の成果目標】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【ＪＡ全青協ポリシーブックの概要】 

 
 
 
 

資料：JA 全青協ポリシーブック 2021 より引用 

資料：第 5 次男女共同参画基本計画 成果目標一覧（内閣府）より、JA 全中作成 

資料：県内女性組織調査結果（令和３年６月末現在）より 
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＜取り組みの基本方向＞ 

ＪＡは、ＪＡ地域密着・くらしの活動をメンバーシップ強化の手段として位置づけ、組

合員参画のもと、総合事業や支店等を拠点とした活動展開を通じて地域課題の解決に取り

組みます。また、高齢者層に限らない全世代を対象とした組合員・地域住民の健康増進を

図るとともに、認知症施策の強化により、セーフティーネット機能を発揮します。介護保

険事業については情勢変化に対応し、事業収益向上に向けた取り組み強化を図るとともに、

堅実なサービス提供体制の構築を図ります。 
さらには、生活インフラを担う生活・購買、信用・共済事業などについて、経営実態を

踏まえ、行政や企業、地域運営組織（ＲＭＯ）等と連携しながら役割を発揮します。 

目標項目２．健やかでくらしやすい地域社会への貢献とＪＡ総合事業を通じた

豊かなくらしの支援 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準) 

（１）ＪＡ地域密着・

くらしの活動の

実践による「地域

活性化」への貢献 

 

① 組合員・地域住民の願いやニーズに

応じたＪＡ地域密着・くらしの活動

の展開 

■「食・農・健康・助けあい」等を

核としたＪＡ地域密着・くらしの活

動の実践 

■「家の光」を活用した教育文化活

動の実践 

■自主的活動への参加等による活動

の組織化や仲間づくり 

■ＪＡ地域密着・くらしの活動の複

数・２段階参加等の促進 

② 新しい生活様式に対応した活動の

促進 

 ■スマホ教室等の開講 

 ■ＳＮＳを活用した取り組み 

③ 農産加工事業の取り組み強化によ

る地産地消と豊かなくらしへの貢献

 ■ＪＡめん、ＪＡ飲料愛飲運動の取

り組み 

④ ＪＡバンクならではの総合事業を活

かした金融仲介機能の発揮 
■地域共生社会の実現に向けて、行

政・地域関係者との連携強化等に対

する取り組み 
■豊かなくらしの実現に向けて生活

資金の供給、ライフプランサポート

等に対する取り組み 
■システム・商品ラインナップ等、取

り組みにあたってインフラを全国共

通で用意するほか個々のＪＡにおけ

る実践 

ＪＡ地域密着・く

らしの活動実践

支（所）店数 

全支（所）店 
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【ＪＡ地域密着・くらしの活動７つの活動領域】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

【地域運営組織（Region Management Organization）の定義】   
地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内のさまざまな関係主体が参
加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取り組みを持続的に実践する組
織。事例として、地域支え合い協議会などで、地域防災、助け合いなど展開。（出典︓総務省資料） 

資料：JA 福岡中央会「ＪＡ地域密着・くらしの活動推進の手引き」より 
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実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（２）健やかに安心

してくらせる

地域社会づく

りへの貢献 

 
 
 

① 人生 100 年時代を支える「ＪＡ健康寿命

100 歳プロジェクト」の推進 

■「健診、運動、食事」を核とした取り組

み 

■組合員、役職員が一体となった認知症サ

ポーターの養成 

② ＪＡ介護保険事業を通じたセーフティ機

能の発揮 

■ＪＡ版地域包括ケアシステムの構築 

③ 多様な関係者との連携強化による役割発

揮 

■地域防災の拠点化等、地方公共団体との

連携協定等の締結 

■他の協同組合、地域の関連企業、地域運

営組織（ＲＭＯ）等との連携強化による

子どもの居場所づくりやフードロス削減

等の取り組み 

■小さな拠点づくり 

④ ＪＡ職員による地域活動支援に関する制

度の構築 

 ■消防団や町内会・ＰＴＡ活動等 

⑤ 循環型社会への貢献 

 ■再生可能エネルギーの利活用 

 ■地産地消の取り組み 

⑥ 生活購買事業を通じた元気な地域社会づ

くりへの支援 

■買物弱者、高齢化対策として、買物イン

フラ維持のためＪＡくらしの宅配便、生

活総合宅配などの宅配事業の展開、強化

⑦ 豊かなくらしの事業提案による元気な地

域づくりの支援 

■商品研修会、展示会、健康関連機器（聞

こえの相談会、健康体感館など）の提案

⑧ 環境関連事業への積極的な取り組み 

■太陽光発電システム、蓄電池、太陽熱温

水器、複層ガラスなどの取扱いによる省

資源・省エネルギー・節電対策の取組み

⑨ 地域社会に必要とされるＪＡ葬祭事業の確

立 
 ■ＪＡ間共同化による効率的な運営の研究 
 ■組合員サービス向上に向けた取り組み 

⑩ 共済事業を通じた健やかでくらしやすい

地域社会への貢献 

■食と健康に関するコンテンツである「げ

んきなカラダプロジェクト」を活用した

組合員・地域住民の健康づくり、疾病・

介護予防活動の展開 

 ■ＪＡ・連合会一体となった地域・農業活

性化積立金を活用した取り組み 

認知症サポー

ター等の育成 
１支店１名 

以上 
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【地方公共団体との連携協定の締結状況】 

テーマ JA 数 中央会・

連合会数
協定数 

うち本県 
JA 数 協定数 

防災・災害時関係 132 4 県域 284 8 16 
防犯関係 6 1 県域 9 ― ― 
高齢者の見守り関係 81 2 県域 155 7 7 
農業・地域振興関係 40 4 県域 64 4 8 
地域・産業振興関係（移住支援含） 25 2 県域 41 ― ― 
貧困対策関係 2 ― 2 ― ― 
環境関係 5 ― 6 1 2 
健康・スポーツ関係 6 １県域 12 ― ― 
その他 2 ― 3 ― ― 
合計 ― ― 576 ― 33 
資料：JA 全中作成（令和２年１月とりまとめ） 
 

【ＪＡにおける包括連携協定の締結イメージ】 

 
 

 

【小さな拠点：事例】 
 

 
 資料：JA 全中資料参考 

資料：ＪＡ福岡中央会作成 
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実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（３）生活その他事業

の体制整備および

収支改善 

 

① ＪＡ介護保険事業の収支改善と経営

収支を踏まえた介護事業の在り方検

討 

 ■事業収支改善に向けた取り組み強

化 

■ＪＡ間共同化等による効率的な運

営の研究 
② 生活その他事業の収支改善 
 ■生活購買の収支改善 
■６次産業化事業の方向性の研究・検

討 
 

事業利益段階 

の黒字化 
（ＪＡごと

に目標設定）
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【健康寿命 100 歳プロジェクトづくりの取り組みイメージ】 

【ＪＡ版地域包括ケアシステム】 

資料：JA 全中資料を参考に本県作成 

資料：JA 全中資料を参考に本県作成 
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＜取り組みの基本方向＞ 

広報活動について、ＪＡ経営戦略の重要な柱に位置付け、トップ広報や広報委員会によ

る体制強化を図りながら、対内広報・対外広報の強化に取り組みます。 
組合員や役職員に向けた組織内広報を強化するとともに、「食」「農」「地域」の重要性

について地域住民の理解醸成に努めます。さらに、これらを支え、不断の自己改革に取り

組む「ＪＡ」に対する信頼・共感づくりをすすめます。 
また、ＪＡグループは協同組合の一員としてさまざまな取り組みを実践しており、これ

らはＳＤＧｓに即した取り組みであることを情報発信し、協同組合の理解醸成に取り組み

ます。 

目標項目３．「食」「農」「地域」「ＪＡ」「協同組合」にかかる国民・県民理解

の醸成 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（１）広報活動の位置

づけ明確化、体制

強化とＪＡグル

ープ連携による

広報力の強化 

① ＪＡ広報活動の位置付け明確化と体

制整備 

■広報戦略の策定（事業計画への広報

の位置づけの明確化） 

■常勤役員を含む広報委員会の設

置・運営 

■ＪＡ広報体制の充実（専任化、複数

化） 

■広報担当者の育成強化 

 

② 県域・全国域との連携による一体的

広報の強化 

■県域統一情報発信（農業祭り、農産

物直売所等）の強化 

■ＪＡホームページやＳＮＳのＪＡ

間相互リンク等 

■県域連合会による統一広報やＪＡ

全中との連携による広報力強化 

 

広報委員会の 

設置・開催 

毎年度 2 回 

以上開催 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 84 ―



0 5 10 15 20

広報委員会の設置

組合員向け広報誌

ＪＡのホームページ

支所・支店だより

地域住民向け広報誌

プレスリリースの実施

ＳＮＳ広報（ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ）

ＳＮＳ広報（ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ）

実施している

実施していない

【県内ＪＡの広報体制の現状】（令和３年４月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

【先進ＪＡの広報体制（事例）】 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：ＪＡ福岡中央会作成 

資料：JA 全中作成 

（ＪＡ） 
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実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（２）「食・農・地域」

と「協同」の重要

性を再認識し、Ｊ

Ａへの共感・信頼

を確立する組織

内広報の強化 

① 「食・農・地域」の身近な情報を組

合員に正確に伝達する組織内広報の

強化 

■ＪＡ広報誌、ＪＡ支店だよりの充実

強化 

■日本農業新聞・家の光三誌の普及と

記事活用 

■営農や生活関連の有益な情報をタ

イムリーに届けるためのシステムの

活用検討・実践 

 （病害虫、資材等情報、Ｆオンコネ

クトシステム、ＬＩＮＥ、インスタ

グラム、すまっぽん等） 

 

②「協同」の重要性や自己改革進捗状況

の組合員への周知対策 

■ＪＡ広報誌の特集企画、パンフレッ

トの作成、ホームページへの掲載 

■統一広報ビデオの活用等 

 

「協同」の意義等

をＪＡ広報誌等の

資材で周知 

（ＪＡごと

に回数目標

設定） 

（３）「食・農・地域

を守り育てるＪ

Ａ」への国民・県

民による理解に

もとづく、ＪＡの

共感・信頼を得る

対外広報の強化 

① 地域住民に向けた、「食・農・地域

を守り育てるＪＡ」の発信 

■地域住民向けコミュニティ誌、パ

ンフレット、ホームページ等による

「食・農・地域・ＪＡ」への信頼・

共感づくり 

■ＳＮＳ（インスタグラム・フェイ

スブック等）の活用による「食・農・

地域・ＪＡ」の訴求強化 

■直売所や農業祭りを通した地域住

民への情報発信 

 

 

コミュニティ誌

等地域住民向け

広報資材の 

作成・配布 

（ＪＡごと

に回数目標

設定） 
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【情報連携ツール】 

 
 
 

 

【ＪＡグループ一体となった情報発信】 
 

 
  資料：JA 全中資料を参考に本県作成 

資料：（株）JA 福岡県協同情報センター作成 
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実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

 

② パブリシティや広告を活用した

「食・農・地域・ＪＡ」に関する情報

提供 

■新聞、テレビ・ラジオへのパブリシ

ティによる情報提供（ニュースリリ

ースの提供） 

■地元メディア、タウン誌等への情報

提供や広告掲載 

 

③ ＪＡグループ統一広報による県民・

国民理解の訴求 

■食料安全保障や食料自給率の向上、

「国消国産」等の訴求 

■有識者、オピニオンリーダーを通じ

た「食・農・地域・ＪＡ」への理解

を求める情報発信 

■ＪＡシンボルキャラクターや統一

キャッチフレーズを活用した県民・

国民への理解浸透 

■子育て世代の女性層や次代を担う

若年層を重点対象とした、「食」と

「農」に関する情報発信の強化 

 

パブリシティによ

る新聞・テレビ等

へのＪＡ情報の 

発信 

（ＪＡごと

に回数目標

設定） 

（４）「協同組合」の

国民・県民理解醸

成に向けた取り

組み強化 

① 地域の課題に対して地方公共団体、

他の協同組合、地域の多様な組織（Ｎ

ＰＯ、社会福祉法人）など組織を越え

た連携促進 

 

② ＳＤＧｓの理解促進に向けた取り組

み 

■ＪＡ事業・活動との関連性の認識を

通じたＳＤＧｓの理解促進 

■家の光三誌などの資材を活用した

学習活動 

■役職員「ＳＤＧｓ行動宣言（仮称）」

の取り組み 

 

③ ＳＤＧｓに即した事業・活動の展開

と広報誌、ホームページ、総代会資料

等を活用した積極的な情報発信 

 

 

広報誌等への 

ＳＤＧｓの情報 

発信回数 

（ＪＡごと

に回数目標

設定） 

 

 

 

 

 

【国消国産の定義】   
「国⺠が必要とし消費する食料は、できるだけその国で生産する」という考え方。「食」「農」「協同組合」にかかる
国⺠理解の醸成の実践にあたり、特に、食料安全保障の強化、食料⾃給率の向上等について、コロナ禍での消
費者意識の変化もふまえ、ＪＡグループ独⾃のキーメッセージとして提起するもの。（ＪＡ全中資料） 
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【食料安全保障や食料自給率の向上、「国消国産」等の訴求】 

 
 

 

【協同組合間等連携事例】 

    
 
 
 

資料：JA 全中作成 

資料：JCA 資料参考 
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政府が決定した「規制改革実施計画」（令和 3 年 6 月 18 日）では、ＪＡが組合員との

対話を通じて、自己改革の実践方針、准組合員の意思反映及び事業利用方針等の決定を

行うことにより、自己改革実践サイクルを構築し、行政が指導・監督等を行う仕組みを

構築するとされました。 
 また、農林水産省は、「系統金融機関向けの総合的な監督指針」において、系統金融機

関の経営の健全性を確保していくため、ＪＡ版の早期警戒制度の改正を行い、早め早め

の経営改善を促す予定です。 
一方、農業・ＪＡグループを取り巻く環境・情勢の変化は大きく、特に資金運用環境

は引き続き好転が見込めず、先行き不透明な状況が続くことが予測され、営農・経済事

業の赤字を信用・共済事業の収益で補填するという現状の事業モデルでは、今後総合事

業体としての機能維持・発揮が困難となることが想定されます。 
このような情勢に対応するため、これまでの戦略を振り返り、「成長戦略」「効率化戦

略」「ＪＡ間連携（共同）」等の戦略を再構築し、持続可能なＪＡ経営基盤の確立・強化

に向けた一層の取り組みが必要です。 
ＪＡ経営においては、「持続可能な収益性（攻めのガバナンス）」や「将来にわたる健

全性（守りのガバナンス）」を勘案しつつ、将来損益シミュレーションを踏まえた経営判

断を行うとともに、農業協同組合法の遵守、コンプライアンスの強化および不祥事未然

防止の更なる取り組みを継続し、事業の継続と安定的発展を確保するため、リスク情報

の主体的な収集と適正な経営判断を可能とするガバナンス・内部統制の強化・実効性確

保等、真に必要な経営判断を可能とするＪＡ理事会の運営が求められています。 
これらのＪＡ事業・組織運営等の取り組みを進めるのは人であり、激変する環境や組

織の変革に対応できる人材育成を進めていかなければなりません。 
 よって、今後ＪＡが、これらの多くの課題に取り組む中で、組合員が安心して農業を

営み、豊かなくらしを実現していくために、必要不可欠なＪＡ経営基盤の確立・強化に

ついて提案します。 

Ⅲ．ＪＡ経営基盤の確立・強化 

ⅲ．地域農業の確立と地域社会に貢献できる組織・経営体制の確立 

持続可能な地域農業を確立し、豊かでくらしやすい地域社会の実現に貢献するため、

ＪＡ内における事業の効率化・スリム化や、ＪＡ間での事業・業務の共同化や合併、

連合会を含めた共同事業等により、持続可能な経営基盤（組織・経営体制）が確立さ

れています。 

また、県域オールＪＡの実現に向けた取り組みが着実に進展しています。 

 

 

 

提案趣旨 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2030 年ＪＡグループが果たしている役割 
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＜取り組みの基本方向＞ 
ＪＡが将来に渡り、農業者の所得増大に貢献していくために、ＪＡは持続可能な組織

として、盤石な経営基盤を築いていく必要があります。しかしながら、人口減少・高齢

化・超低金利等環境変化が続く中、信用・共済事業の事業総利益は減少しており、これ

までの事業運営では通用せず、「成長戦略」・「効率化戦略」・「ＪＡ間連携（共同）」をす

すめ事業部門の収支改善を図っていくことが重要となってくる。 
また、取り組みにあたっては、新しい技術等の導入も行いながら、より一層の情報シ

ステム活用を行い、事業全般のデジタル化※を併せて推し進めていくこととします。 

目標項目１．事業部門収支改善による持続可能なＪＡ経営基盤の確立・強化 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（１）総合事業体と

しての機能発揮

を図るためのＪ

Ａ経営基盤の確

立・強化に向け

た施策づくり 

① 現行の中期経営計画の総括 

 

② 将来収支シミュレーションの実施 

 

③ 経営、事業上の問題と課題の洗い出し

 

④「経営基盤強化指標」達成に向けた中

期経営計画、事業計画の策定 

「経営基盤強化

指標」の達成 

（ＪＡごと

に目標設定）

（２）ＪＡ事業の「成

長戦略」と「効

率化戦略」の実

践 

【重点実践事項】 

《成長戦略》 

① 農業関連事業における事業（質・量）

拡大と強化 

 

② 生活その他事業における事業（質・量）

拡大と強化 

 

③ 信用・共済事業における事業（質・量）

拡大と強化 

 

《効率化戦略》 

④ 事業管理費削減の取り組みによる収

支改善 

 

⑤ 支所（店）、事業所、ＡＴＭ、機能再

編における収支改善 

 

⑥ ＪＡ間共同による事業・業務の効率化

事業総利益 

伸長率 

 

経費削減率 

 

事業利益伸長率 

（ＪＡごと

に目標設定）

（３）持続可能なＪ

Ａ経営基盤の確

立・強化に貢献

する情報システ

ムの活用 

 

① 蓄積されたＦオン各種データの事業

横断的な活用による適切な経営判断の

実現 

■Ｆオン情報系の活用 

 

② 情報システムの活用を通じた事務効

率化やコスト削減の実現 

■AI-OCR、RPA、Ｆオンコネクトシステム、

勤怠管理システム等の導入 

（２）同様 （ＪＡごと

に目標設定）
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※「事業全般のデジタル化」の定義 
ＪＡの事業全般において、新たなデジタル技術の導入や既存の情報システムをより

一層活用することにより、今まで人が担っていた作業等を効率化し、業務改善(収支改

善)につなげること。 

【中期経営計画の策定】 

 

 

【経営基盤強化指標】 

分 類 指 標 目標値 公  式 

現 状 
（令和元年度）

平 均 

生産性 ①労働生産性 ※
令
和
２
年
度
実
績
を
も
と

に
大
会
後
の
改
革
推
進
本
部

で
協
議
・
決
定
す
る
。 

事業総利益／職員数 7,904 千円

収益性 
②または②´ 

②経費率（ＯＨＲ） 経費注 1／業務粗利益注 2 84.5％ 

②´事業管理費比率 事業管理費／事業総利益 92％ 

財務 

健全性 
③かつ③´ 

③組合員１戸 

あたりの出資金額 
出資金／組合員戸数 176,312 円

③´組合員資本倍率 組合員資本／出資金 3.4 倍 

安全性 ④自己資本比率 自己資本／リスクアセット等の額 12.7％ 

組合員 

密着性 

⑤組合員 

経済・販売利用高 
購買品供給高＋販売品販売高／正組合員戸数 1,821 千円

 ※指標の算出にあたっては、行政庁に提出する業務報告書などの開示された数値を用いる。 

 

注１：経費＝事業管理費のうち減価償却費を除く 

 注２：業務粗利益＝事業総利益-信用事業に係るその他経常収益-信用事業以外に係るその他の収益+信用事業に係るその

他経常費用+信用事業以外に係るその他の費用+事業外収益の受取出資配当金+金銭の信託運用見合費用 
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【成長戦略の具体例】 

取り組み内容 具体例 

農業関連事業における事業

（質・量）拡大と強化 

①営農経済事業の収支改善に向けた検討会の設置と取り組み実践 

■農作業受託等、新たな収益確保に向けた成長戦略の検討・実践

■施設共同利用等ＪＡ域を越えた連携の取り組みの検討・実践 

生活その他事業における事業

（質・量）拡大と強化 

①ＪＡ介護保険事業の収支改善と経営収支を踏まえた介護事業の在り

方検討 

■事業収支改善に向けた取り組み強化 

■ＪＡ間共同化等による効率的な運営の研究 
② 生活その他事業の収支改善 
 ■生活購買の収支改善 

■６次産業化事業の方向性の研究・検討 

信用・共済事業における事業

（質・量）拡大と強化 

①ＪＡバンクならではの金融仲介機能の発揮 
■農業者の所得増大に向けた農業者への資金供給（融資・出資）

等の取り組み 

■豊かなくらしの実現に向けて生活資金の供給、ライフプランサポ

ート等に対する取り組み 
②デジタル技術を活用したＪＡ共済アプリやＷｅｂマイページ、オ

ンライン面談等の展開により、対面と非対面の融合による利便性

の向上および新契約から請求手続までの非対面手続の整備 

 
【効率化戦略の具体例】 

取り組み内容 具体例 

事業管理費削減の取り組みに

よる収支改善 
①ＪＡ間共同による総務管理部門の経費削減 
②定型業務のシステム導入、ｅラーニングを活用した職員研修等 

ＪＡ間共同による事業効率化 
①リスク管理部門、職員教育部門などの総務部門の共同化 
②葬祭部門など営農経済部門の共同化 

 

【複数ＪＡによる共同の事例】 

  

 
 
 
 
 
 

 

コ
ス
ト
削
減
・ 

効
率
的
な
事
業
展
開 

＋ ・・・ ・・・ 

《収支改善》事業管理費削減に向けた共同化 

役職員教育部門の共同化 

内部監査・リスク管理部門の共同化 

現場力強化 

営農経済部門の共同化 
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【Ｆオン情報系の活用】 

 

 

      
資料：㈱JA 福岡県協同情報センター作成 

 

【ＡＩ-ＯＣＲ、ＲＰＡの導入】 

（導入前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（導入後） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：㈱JA 福岡県協同情報センター作成 

・
・
・ 

ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ A 

ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ B 

ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ C 

WebFOCUS、情報系汎用検索等による、蓄積されたＦオン各

種データの事業横断的な活用による適切な経営判断 

※ ＲＰＡとは、人がパソコンで操作する定型的な作業(データ抽出や入力など)を自動的に実施する仕組み

※ ＡＩ-ＯＣＲとは、ＡＩ（人工知能）を活用し手書き文字を含め、高い文字認識精度を実現した文字情報を

データ化する仕組み 

注文書 

（組合員） ＡＩ-ＯＣＲ

（ＪＡ） 

（ＪＡ）

ＲＰＡ
（ＪＡ） （ＪＡ） 

業務システム

ＡＩ-ＯＣＲ、ＲＰＡ＊の導入による 

事務効率化やコスト削減 

注文書 
（組合員） （ＪＡ） 

業務システム
担当者入力 
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＜取り組みの基本方向＞ 
ＪＡは、コンプライアンス確立・不祥事未然防止の取り組みおよび事業の継続と安定

的発展を確保するため、経営上の様々なリスク情報の主体的な収集と、適切な経営判断

を可能とするためのガバナンス・内部統制（システム）の向上に取り組みます。 
なお、取り組みにあたってはＦオンシステムを有効に活用するとともに、適正なシス

テム運用に努めるものとします。 
また、信用事業を始めとしてＪＡを取り巻く環境が厳しさを増す中、ＪＡが総合事業体

として機能を発揮し続けられるよう、今後導入される早期警戒制度への対応を行います。

目標項目２．ガバナンス・内部統制の確立と経営の健全性確保 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準) 

（１）ＪＡガバナン

ス・内部統制の確

立・実効性向上 

【重点実践事項】 

① 理事及び監事による経営に関するリ

スク情報の把握と適切な経営判断を行

うことができる理事会の運営 

■理事会の付議事項・報告事項の厳選

■理事会で把握すべきリスクの範囲

の特定と把握する仕組みづくり 

 

② 適切な内部統制基本方針の運用状況

検証のため、監事監査の実効性確保 

 

③ 内部統制の向上を目的とした、理事会

主導による３つのディフェンスライン

（ⅰ．現業部門の事務手続の整備・遵

守の徹底、ⅱ．リスク管理・コンプラ

イアンス部門による監視強化、ⅲ．内

部監査部門による監査機能強化）の強

化・実効性向上 

 

④ 各事業のマニュアルやツールの活用

による内部統制の運用・点検・改善の

ＰＤＣＡサイクルの徹底 

■点検と改善を繰り返す不祥事を防

止・発見するための内部統制の構築

■「管理部門業務マニュアル」に基づ

く決算関係書類の検証 

 

⑤ コンプライアンス・マニュアル等に基

づく、コンプライアンス経営の徹底に

よる不祥事未然防止対策の強化 

 

自主検査結果相

違報告数 

 

内部監査指摘事

項改善率 

 

不祥事発生件数 

 

報告数 

：０件 

 

改善率 

：１００％ 

 

発生件数 

：０件 
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【理事会の機能の見直し】 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【理事会の役割】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【理事会主導による３つのディフェンスライン】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：JA 全中作成 

資料：JA 全中作成 

資料：JA 全中作成 

資料：JA 福岡中央会作成
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実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（２）ＪＡ経営の健

全性確保 

① ＪＡ版早期警戒制度等、将来的な経営

健全性確保のため、経営・財務等の指

標の設定、改善策等の進捗状況の管理

を行うモニタリング機能の確立・強化

■将来の見通しに着目した指標設定に

よる早期のモニタリングの実施 

■中央会より提供されたツールによる

計測と行政との対話の準備 

 

② 財務の健全化を図るため、自己資本の

増強や適切な投資判断に基づく自己資

本比率、固定比率の向上 

■計画的な目的積立金の造成と活用 

■増資運動の展開 

■投資計画等の策定による固定資産取

得に係る適切な意思決定 

 

原則として、「経

営基盤強化指

標」を用いる。 

（ＪＡごと

に目標設定）

（３）内部統制の向

上と経営の健全

性確保に資する

適切な経営判断

のための情報シ

ステムの活用 

① Ｆオン標準システムの利用による事

務処理の適切な実施 

■各種手続き等の定期的見直し 

■見直し内容の現場への浸透 

■実施状況の確認 

 

② Ｆオン各種データを活用したリスク

情報の収集とそれに基づいた経営判断

の支援 

■Ｆオン情報系の活用 

■不祥事未然防止チェックシステムの

活用 

 

③ セキュリティ対策の適切な実施によ

る情報システムの安定運用 

■セキュリティの職場内意識の醸成 

■情報漏洩対策の実施 

■操作権限の定期的見直し 

 

 

取り組みによる

改善状況の定期

的な検証 

（ＪＡごと

に目標設定）
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【早期警戒制度の改正を見据えた対応】 

 

 
 
【Ｆオン不祥事未然防止チェックシステム】 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：JA 全中作成 

資料：㈱JA 福岡県協同情報センター作成 
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＜取り組みの基本方向＞ 

ＪＡの組織・事業・経営等の根幹をなすのは人であり、ＪＡの将来に向けて、協同組合

理念を着実に実践するとともに、経営基盤を支える人づくりに取り組む必要があります。 
そのためには、協同組合運動者としての体制づくり、「人づくり基本方針」に基づく人

材育成に取り組むとともに、将来的な人材不足を見据えた、多様な人材が活力を持ち働き

続けることができる職場づくりを推進します。 

目標項目３．協同組合の価値を創出する人づくり 

 
 
 
 
 
 
 

実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（１）協同組合の理念

を実践する人づ

くり 

① 役職員が協同組合運動者として協同

組合理念を着実に実践できる体制の

強化 

■基本認証資格（初級、中級、上級）

の取得 

 ■協同組合理念を深める階層別研修

等の実施・参加 

 ■「実践的協同組合教育」の推進 

 

② ＪＡ事業・組織活動を通じた組合員

へ協同組合理念の浸透を行うための

機会づくり 

■組合員訪問活動、支店運営委員会、

集落座談会等による理念浸透 

■「組合員大学」、「協同組合講座」の

開設 

 

③ 組合員との対話活動の質的向上を図

るファシリテーション力の向上 

上級認証資格取

得率 

 

 

 

 

８０％ 

 

（２）持続可能な経営

基盤を支える人

づくり 

① ＪＡの必要とする人材像をもとにし

た「人づくり基本方針」の計画的な取

り組み実践 

 

② ＡＭＳ（目標による管理制度）の運

用強化による職員の経営計画策定・実

践におけるマネジメント能力の向上 

 

③ 多様な人材が活力を持ち働き続ける

ことができる職場づくり 

■女性職員の活躍推進 

 ■新規採用職員の確保と離職防止 

 ■高年齢者および非正規職員が安心

して働け、労働生産性向上に資する

職場づくり 

 

 

 

 

 

 

 

女性管理職比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５％ 
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【協同組合の理念を実践する人づくり】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【マネジメント能力の向上に向けた取り組み】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【多様な人材が活躍できる職場づくり】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
期
経
営
計
画
の
実
現

人
事
制
度
の
運
用
状
況
の
確
認
と
必
要
に
応
じ
た
見
直
し

計画実現に向けた各部門・職員マネジメントの実践

Ｐｌａｎ ⇒ Ｄｏ ⇒ Ｃｈｅｃｋ ⇒ Ａｃｔｉｏｎ

具体的取り組み

ＡＭＳの適切な運用

目標設定⇒進捗管理・面談⇒評価・振り返り

階層に応じた役割とマネジメント教育

〈初級職員〉 〈中堅職員〉 〈監督者〉 〈管理者〉

階層に応じた基礎知識の研修（ＪＡ職員資格認証試験）

選抜型研修による経営幹部職員の教育

〈チェンジリーダー、経営幹部職員養成講座、 女性ビジネスカレッジ〉

〈初級〉 〈中級〉 〈上級〉

資料：JA 全中作成を修正 
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＜取り組みの基本方向＞ 

中央会・連合会等は、ＪＡが総合事業を通じ「食と農を基軸として地域に根ざした協

同組合」として、組合員や地域住民に提供している事業、サービスの質をより向上させ

るため、横軸としての連携強化を図り、各事業の支援・補完機能を発揮します。 

目標項目４．中央会・連合会等によるＪＡ総合事業の支援・補完 

 
 
 
 
 
【中央会・連合会一体となった取り組み】 

実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（１）ＪＡ経営基盤の

確立・強化に向け

た支援 

① 事業計画、将来収支シミュレーショ

ン等の策定支援 
■作成支援ツールの提供 

 
② ＪＡの要請に応じた個別支援 
■事業の共同化に係る検討支援 
■店舗・ＡＴＭ再編に係る検討支援 
■事務効率化に係る検討支援 

－ － 

（２）ＪＡの健全経営

確保に向けた支

援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ＪＡの健全経営を確保するため、県

域一体となった破綻未然防止措置の

強化 

■重要な指標（基準）を県域にて設定

■各種ツールの提供・支援 

■監査部門を含む体制整備状況の確

認及び定着化に向けた指導・支援の

実施 
■県統一の研修会等を通じた破綻未

然防止措置への意識改革 
 

② ＪＡへの信頼向上のため、県域一体

となった不祥事未然（再発）防止対

策の強化 

■不祥事未然防止に係る県下一斉点

検の実施 

■「ＪＡ経営健全化対策連絡会議」に

よるオンサイトの実施や再発防止策

の策定・実践支援 

③ 会計監査人監査に対応した内部統制

の定着 
■内部統制支援ツールを活用したプ

ロセスチェック方法等の指導・支援

 

④ 総体的なリスク量管理の定着 
■経営体力（自己資本）と比較した管

理方法等の定着化指導・支援の実施

－ － 
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【中央会・連合会の連携】 

＜設置イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＡ経営健全化対策連絡会議 

※ 連絡会議は、各連のＪＡの経営健全性等の確保を支援する

部署の部課長をもって構成 
※ 主な協議事項は、 

・不祥事発生ＪＡに対する再発防止策の策定・実践支援 
・ＪＡの内部管理態勢（内部統制）構築の取り組み支援 

・持続可能なＪＡ経営基盤の確立・強化及び経営基盤強化

指標達成への取り組み支援 等 

中・連運営会議 

理事長・専務・本部長会議 

四役会 

連携 

支援 

資料：JA 福岡中央会作成
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【信用事業の取り組み】 

実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（１）ＪＡバンクなら

ではの総合事業

を活かした金融

仲介機能の発揮 

① 多様化する農業・地域・くらしに対

し、その実情に応じた課題解決への支

援 
■農業者の所得増大に向けた農業者へ

の資金供給（融資・出資）等の取り組

みへの支援 
■地域共生社会の実現に向けて、行政・

地域関係者との連携強化等に対する

取り組みへの支援 
■豊かなくらしの実現に向けて生活資

金の供給、ライフプランサポート等に

対する取り組みへの支援 

－ － 

（２）ＪＡ経営基盤強

化に向けた信用

事業の取り組み

支援 

① 金融仲介機能発揮を実現する前提と

して、ＪＡ経営基盤の維持・安定や効

率化取組みへの支援 
■店舗・ＡＴＭの再編、店舗事務効率化

に対する取り組みへの支援 
 

－ － 

（３）信用事業を通じ

たＪＡ事業の創

意工夫の発揮 

① 地域の農業・地域の持続可能性を確

保する観点から、ＪＡの実情に応じた

計画策定への支援 
 
② システム・商品ラインナップ等を活

用した取り組みへの支援 
 

－ － 

（４）取組成果の可視

化・発信 
① 取組成果を可視化したうえで情報発

信を行い、ＪＡグループ内外から理

解・評価を醸成する取り組みへの支援

 
② 農業者の所得増大、地域活性化、く

らし満足度・生活向上を可視化する取

り組みへの支援 

－ － 
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【ＪＡバンクならではの金融仲介機能発揮のイメージ】 

 

 資料：農林中央金庫作成 
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【共済事業の取り組み】 

実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（１）新たな生活様式

への対応の加速 

① 新たなニーズを捉えた仕組み開発や

予防・アフターサービスによる付加価

値の提供等を通じた、「ひと・いえ・

くるま」の万全な保障提供 

 

② デジタル技術を活用したＪＡ共済ア

プリやＷｅｂマイページ、オンライン

面談等の展開により、対面と非対面の

融合による利便性の向上および新契

約から請求手続までの非対面手続の

整備 

 

－ － 

（２）ＪＡ経営基盤強

化に向けた共済

事業の取り組み

支援 

 

① 契約者・組合員一人ひとりに寄り添

ったフォロー活動（３Ｑ活動・はじま

る活動）の実践・支援 

 

② ＪＡの課題・ニーズなどに応じて、

各種プログラム・ツール等を活用し

た、万全な保障提供に向けたＪＡの体

制整備支援 

 

－ － 

（３）組合員・利用者

に選ばれ続ける

ためのコンプラ

イアンス態勢の

強化 

 

① 審査・査定・モニタリング等の高度

化、契約者が契約確認や各種手続等を

直接実施可能な環境の構築等を通じ

た、コンプライアンス態勢の強化 － － 
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【新たな生活様式への対応の加速（全体像）】 

 

 資料：ＪＡ共済連作成 

 

【経営基盤強化に向けた共済事業の取り組み（全体像）】 

 
資料：ＪＡ共済連作成 
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【経済事業の取り組み】 

実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（１）ＪＡの農家対応

力の強化・産地づ

くり・販売力強

化・物流合理化・

拠点事業の一体

運営、受託等の支

援 

 

① トータル生産コスト低減メニュー 

■担い手直送規格農薬の普及拡大 

■肥料・農薬・資材の重点品目の推進

体制強化 

■多収米の契約栽培拡大 

■Ｚ－ＧＩＳ等の農業ＩＣＴ活用 

 

② 系統利用拡大 

■ＪＡ未利用・低利用農家への同行推

進 

 

③ 労働力支援 

■パートナー企業と連携した労働力

支援（収穫、調整、選果等） 

 

④ 需要に応じた生産提案による集荷率

向上 

 

⑤ 重点品目作付け推進 

 

⑥ 県域物流の合理化 

 

⑦ 農機事業の一体運営 

 

－ － 

（２）ＪＡ経済事業の

収支改善に資す

る メ ニ ュ ー 提

案・ＪＡと一体と

なった実践 

 

① 経済事業の収支改善 

■他連合会との連携 

■経営改善メニューの提案・実践 

 
－ － 
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【ＪＡ内での取り組み、ＪＡ域を超えた取り組みに区分したメニュー設定】 

 

ＪＡ内での収支改善メニュー 

 
 

 

 

ＪＡ域を越えたメニュー 

 

 

資料：ＪＡ全農ふくれん作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収
入
ア
ッ
プ 

支
出
削
減 
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【情報センターの取り組み】 

実践事項 取り組み内容 
(■；代表的な取り組み例) 

業績評価 
指標 

目標値 
(到達水準)

（１）農業者・利用者

のための各種情

報システムの活

用 

① 農家組合員・農業法人・集落営農組

織等の農業所得向上を支援する各種

情報システムの活用促進 

 

② 農業者を支援するシステムの検討・

構築と利用促進 

 

③ 農業者・利用者への情報発信の仕組

みの検討・構築と利用促進 

 

－ － 

（２）ＪＡ経営に貢献

する情報システ

ムの活用 

 

① 蓄積された各種データの更なる有効

活用方策の検討、ＪＡ経営に貢献する情

報システムの構築・運用および利用促進

 

② 最新技術の活用により、事務効率化

やコスト削減を支援 

 

－ － 

（３）情報システムの

安定運用と社会

的責任の確保 

① 法令制度改正等への適切な対応によ

る統制の強化と安全な情報システム

運営の確保 

 

② 運用手順の見直しやセキュリティ対

策の適用による情報システムの安定

運用と事業継続の確保 

 

③ 効率的なシステム環境の整備に向け

た継続的な検討の実施 

 

－ － 

（４）将来に向けた情

報戦略の研究・検

討・策定 

① 新たな組織再編に必要なシステム基

盤の研究 

② ＤＸを踏まえた新Ｆオンシステムの

検討 

 

－ － 
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【農業者・利用者のための各種情報システムの活用】 

 

 
資料：㈱JA 福岡県協同情報センター作成 

 

 

【情報システムの安定運用と社会的責任の確保】 

 
 

 

 
資料：㈱JA 福岡県協同情報センター作成 

確定申告支援システム、農業経営管理支援

システム等による記帳代行や経営診断等の

システムを活用した農業者支援 

セキュリティ対策の強化 

システム監視による安定運用 
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ＪＡグループ福岡では、平成 29年度より新たな組織再編戦略策定の事務局として、県

下全ＪＡ（20ＪＡ）および連合会・関係団体から中央会に出向者を受け入れ、ＪＡグル

ープ福岡をあげた検討体制を構築し、研究を開始しました。 

平成 30 年の第 42 回ＪＡ県大会では、経営環境の悪化等に迅速に対応し、組合員と消

費者それぞれのメリットを創出するために、県下ＪＡおよび中央会・連合会が一体とな

った「2022年４月を目途に県域オールＪＡ構想を実現する」ことを決議しました。 

20ＪＡで研究を始めた成果として、「ＪＡグループ福岡における組織再編戦略」「県域

オールＪＡの経営戦略・事業戦略」等をまとめ上げましたが、平成 31（令和元）年度か

らの本格的な研究体制に移行する段階に入り、「県域オールＪＡ」の「実現方法」や「実

現時期」について、多様な意見が出される状況となりました。 

そのため、「2022（令和４）年４月を目途とする県域オールＪＡ実現」に向けた協議・

研究内容を検証し、第 43回ＪＡ県大会の議案を協議するため、全組合長で構成するＪＡ

組織あり方検証委員会を令和２年度に設置し協議を重ねました。 

さらに、検証委員会のもとに生産者、女性部、青年部等の代表によるＪＡ組織あり方

小委員会を置き、ＪＡ役員のみならず幅広く意見を聴きました。 

その結果、組合員の意見を踏まえた議論や、情報提供が不十分であったこと等の状況

を総括し、第 42回ＪＡ県大会で決議した「20ＪＡおよび中央会・連合会が一斉に県域オ

ールＪＡを実現」とする実現方法および「2022 年４月」の実現時期については達成困難

との結論に至りました。 

しかしながら、この間、研究を行い、各種階層の役職員で協議を行った成果について

は、ＪＡ内およびＪＡ間における課題が明確になり、各ＪＡの「自己改革」「持続可能な

ＪＡ経営基盤の確立・強化」の対応としての改善・改革に活かされているところです。 

 よって、本大会では、これまでの研究・協議を行った戦略を踏まえ、将来の対応とし

て目指す「県域オールＪＡ」の実現に向けた進め方等について提案します。 

Ⅳ．ＪＡグループ福岡の組織再編戦略の 

実現に向けて 

 

 

 

 

提案趣旨 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【組織再編戦略とは】 
 組織再編戦略とは、「県域オールＪＡ」に向け、実現までのＪＡの取り組みを４つの段階

（ステージ）に整理したものです。各ＪＡは、組合員の思いやＪＡの経営状況に応じて、段

階（ステージ）毎に取り組み、実現していくことで、組合員満足の向上、健全で安定したＪ

Ａ経営を確立していくことが可能となります。 
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１．ＪＡグループ福岡における組織再編戦略の実現に向けた取り組み 
 

将来にわたり、組合員の営農と生活を守り高めるというＪＡの使命を果たしていくため

に、農業・ＪＡを取り巻く厳しい環境やＪＡ経営の現状、予測などを踏まえ、ＪＡグルー

プ福岡が一体となった「県域オールＪＡの実現」を将来の対応として目指します。「県域

オールＪＡ」を目指すという本来の目標は変えることなく、今後も研究を継続します。 

「県域オールＪＡ」を目指す実現方法としては、４つのステージに整理し、組合員の意

思やＪＡ経営の状況等に応じて段階的に進めます。 

＜実現方法＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜実現方法ごとの定義＞ 

戦略的合併 

戦略的合併とは、合併の意思のあるＪＡ同士の合併をいいます。地区や地域

といった概念はなく、例えば、地域特性や地域農業が類似するＪＡ同士の合

併や、強みと弱みを双方のＪＡで補完し合う合併などを想定しています。福

岡、久留米、小倉といった３地区構想に後戻りすることではありません。 

県１ＪＡ 
県１ＪＡとは、定款に記載する「地区」が「福岡県の全区域」とするＪＡを

いいます。 

県域 

オールＪＡ 

県域オールＪＡとは、県下全ＪＡおよび中央会・連合会の県域機能をできる

限り承継したＪＡをいいます。 
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＜ステージごとの具体的な取り組み＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

― 115 ―



 
（１）「県域オールＪＡ」実現に向けた進め方 

次期 3ヶ年（2022～2024 年度）は、自己改革および持続可能なＪＡ経営基盤の確立・強

化に全力を上げて取り組み、5年後の 2026 年度にその結果および戦略的合併の状況を検証

し、ＪＡグループ福岡としての組織の合意形成が可能かどうかの検証と判断のもと、2027

年のＪＡ県大会に 2030 年度を目途とする県域オールＪＡ実現時期を提案します。今後、

2030 年までの約 10 年で、ＪＡ間格差等の解消に向け協議、検討を進めることとします。 

ただし、ＪＡを取巻く内外の大きな環境変化等があった場合は、県域オールＪＡ実現に

向けた協議を開始します。 

 
 
 

（２）「県域オールＪＡ」実現に向けた目標指標達成の取り組み 

「県域オールＪＡ」を目指し、各ＪＡが改善・改革による持続可能なＪＡ経営基盤の確

立・強化への取り組みを進めるために、20ＪＡ共通の指標として、「経営基盤強化指標」

と「自己改革指標」を設定し、各ＪＡはその達成を意識した中期経営計画・単年度計画を

策定し取り組みます。 

「経営基盤強化指標」は、喫緊の課題であるＪＡ経営基盤の確立・強化の実践を通じて、

県域オールＪＡの実現に向けたＪＡ事業・経営の高位平準化を図るための指標とします。 

また、「自己改革指標」は、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」の

実現に向けた指標とします。 

それぞれの指標は、達成に向けた実行具体策を各ＪＡで検討のうえ、中期経営計画およ

び単年度事業計画に盛り込み、ＪＡでの進捗管理を基本に、ＪＡグループ福岡改革推進本

部においても進捗管理を行います。 

 
 
 

（３）「県域オールＪＡ」実現に向けた中央会・連合会等の支援 

 中央会・連合会・情報センター等は、「県域オールＪＡの研究」「改善・改革の実践」「Ｊ

Ａ間連携」「戦略的合併」「共通の指標設定、実践」等の取り組みを強力に支援します。 

 
  

― 116 ―



 

＜「県域オールＪＡ」実現に向けた進め方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

＜目標指標達成の取り組み＞ 
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１．５年後の 2026 年度に取り組み状況を検証する理由 

（１）ＪＡの経営・将来損益の見通しより 

令和元年度までの実績をもとに各ＪＡが実施した将来損益シミュレーション（20ＪＡ

合計）をみると、5 年後の令和 6（2024）年度事業総利益は約 512 億円で、令和元年度

より約 46 億円（対比 91.7％）減少する予測となっており、事業総利益の減少が事業管

理費の減少を大きく上回り、事業利益が大幅に減少する見通しです。 

また、令和６年度までを加味したトレンドで令和 12（2030）年度までのシミュレーシ

ョンを行ったところ、令和 8（2026）年度以降、事業利益がマイナスとなる予測となっ

ています。20ＪＡがこのままの経営・組織基盤の状況であれば、令和 8年度以降もＪＡ

経営は厳しい状況に陥ると考えられます。 

 

＜ＪＡ将来損益シミュレーション＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．2030 年度を目途とする県域オールＪＡ実現時期を提案する理由 

（１）農業従事者数の減少より 

農林水産省から発表される農業センサスをみると、2015（平成 27）年に 45,773 人だっ

た福岡県内の農業従事者数は、2020（令和 2）年には 38,077 人と、５年間で約 8,000 人減

少しています。 

過去の成り行きで 2030（令和 12）年を 

予測すると、22,685 人となり 15 年間で 

約半数まで減少し、ＪＡの基礎組織である 

農家、組合員の減少による、ＪＡ事業継続 

への影響が懸念されます。 

 

参 考 

45,773 

38,077 

30,381 

22,685 

0

20,000

40,000

2015年 2020年 2025年 2030年（人） 

予測値 

（農業センサスより）

＜福岡県の農業従事者数の推計＞ 
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（２）人口構成の変容・高齢化より 

福岡県の人口は、2030 年を境に 500 万人を割り込んで 496 万人となり、2020 年対比

97.2％となる推計です。年齢別割合では、65 歳以上が 151 万人で全体の 30.4％を占め、

2020 年対比 2ポイント増が予測されています。総人口が減少する一方で、高齢者人口が増

加すると予測されており、2030 年をターニングポイントとして人口減少下における高齢者

を支える社会づくりが課題といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）持続可能な社会実現への要請より 

2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」（ＳＤＧｓ）を中核

とする「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」では、2030 年を達成年限として、

食・農・教育など 17 項目の目標が定められています。 

また、国際協同組合同盟（ＩＣＡ）は 2020 年１月、2030 年に向けた戦略（2020-2030

戦略計画）を発表するとともに、日本協同組合連携機構（ＪＣＡ）は、2030 年を見据え

た長期ビジョンを定め、協同組合間連携による持続可能な地域社会の実現に向けた目標

を掲げています。 

このように、2030 年を見据えた持続可能な社会実現に向けた取り組みは、ＪＡグルー

プにも要請されています。 

 

（４）ＪＡグループ福岡 2030 年ビジョンとの整合性より 

ＪＡグループ福岡では、第 43 回ＪＡ県大会において、2030 年のありたい姿を描いた「Ｊ

Ａグループ福岡 2030 年ビジョン」を策定します。この 2030 年ビジョンの実現に向けて、

ＪＡグループ福岡中期方針を策定し、各ＪＡでは中期経営計画および単年度事業計画に反

映さることから、ＪＡグループ福岡の組織再編の実現時期についても、2030 年ビジョンの

到達年との整合性を図ることでタイミングを合わせる必要があると考えます。 
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＜福岡県の総人口・年齢別人口の推計＞ 

（国立社会保障・人口問題研究所調べ）
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